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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１２月５日（月）１６：３０～２０：１５ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子力安全・保

安院）、伊藤審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会

事務局）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

 ただいまから政府、東京電力統合対策室合同記者会見を開催します。本日細

野大臣は公務のため欠席です。あらかじめご承知おきをお願いします。それ

では園田大臣政務官よりあいさつ及び冒頭発言があります。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○園田政務官 

 本日も合同記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。私か

ら 2点ご報告をさせていただきます。1点報告、もう 1点は宿題についてのお

答えでございます。まず福島第一原子力発電所の水処理施設装置からの漏え

いについてでございます。後ほど保安院並びに東京電力からご報告があるか

と存じますけれども、12 月 4 日 11 時 39 分に発見をいたしましたセシウム等

の放射性物質を除去した水を蒸発濃縮処理する装置でございますが、そこか

ら水が漏えいしそして建屋内の堰に溜まっていたことが発見された件でござ

います。この件については今状況を把握するとともに漏えいについては土嚢

を積むなどをして漏えいをこれ以上防ぐという対策を緊急に取らせていただ

いているところでございます。私どもとしては再発防止策並びに今後の安全

確保策について保安院より指示を東京電力に対してさせていただいたところ

でございます。今後このようなことがないように堰の健全性も含めてしっか

りと私どもとしては把握していきたいというふうに考えているところであり

ます。引き続きこの状況については分かり次第皆さま方にはご報告をさせて

いただく次第でございます。それから先週の木曜日にご質問のございました

南相馬市でございますけれども、井戸水のモニタリングについてのご質問を

いただいたところでございます。これは文部科学省で行っていただいており

ます放射線モニタリングのアクションプランがございますけれども、キュウ

の緊急時避難準備区域南相馬市、田村市、川内村、広野町、楢葉町でござい
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ますが、この復旧を支援するための策として行っていたところでございます。

これについては飲用の井戸水等のモニタリングについてこれは福島県とそし

て当該の各市町村と要望に対応させていただく形で井戸水、あるいは湧き水

等の地下水についてのモニタリングを行っていたところでございます。これ

は測定の対象としてはおよそ 4,000 箇所程度を想定をいたしたところでござ

いまして、もう既に福島県は 8 月から 9 月に掛けてこの別の 400 箇所の南相

馬市においては 400 箇所の井戸水についてのモニタリングを行っていたとい

うことでございます。今後南相馬市とそれから田村市、広野町と楢葉町を中

心としたモニタリングは9月から始めさせていただきまして11月の上旬をめ

どに資料の採取をしていたところでございますけれども、南相馬市について

は大変多くの方々からのお申しも込みをいただいていたというところでござ

いまして、数で申し上げますと約 2,700 件を越えていたということでござい

ます。これによって 1 日に行う試料採取、検査の回数が限界があってなかな

か 11 月中には終わっていないということでございます。今後 12 月の実施と

なりましてその間申し込みいただいた方々には少しお待ちをいただくことに

なりますけれども、最終的にお申し込みをいただいたところは全て行うとい

うことでございます。検査をお申し込まれた方々につきましてはこの採取の

方法等を文書にて事前に通知をさせていただくということでございます。大

変多くの方々にご心配をおかけをいたしているところでございますので、こ

の点については速やかに行えるように今後も私どもとしては対応をしっかり

と行ってまいりたいというふうに考えているとこでございます。私からは以

上でございます。 

 

○司会 

 それでは式次第に従って進めます。最初は環境モニタリングの状況について

です。まずは東京電力から説明します。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本です。3件ご報告させていただきます。まず空気中の放射性物

質の核種分析の結果です。資料のタイトルは『福島第一原子力発電所におけ

る空気中の放射性物質の核種分析の結果について第 255 報』でございます。

ページをめくっていただきまして 1 枚目の裏面になりますが昨日の福島第一

原子力発電所の西門、第二原子力発電所のモニタリングポストの 1 番での測

定結果は両地点とも ND 検出限界未満という状況でございます。続きまして海

水の状況です。資料のタイトルを申し上げますと、『福島第一原子力発電所付
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近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について第 248 報』でござ

います。ページをめくっていただきまして、昨日は天候不良のため第二原子

力発電所の岩沢海岸沖のみの測定でございます。セシウム 137 が 1.2Bq/L と

いうことで検知されております。続きまして宮城県沖の核種分析になります。

資料のタイトルが『宮城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果

について続報 10』でございます。こちらページをめくっていただきまして、

11月28日に採取したサンプリング結果で宮城県沖の沖合い6箇所の測定結果

になります。それぞれ上層、中層、下層という深さに応じて 3 点ずつとって

ありますがいずれの地点とも ND 検出限界未満という状況でございます。東京

電力からは以上です。 

 

○司会 

 次に文部科学省から説明します。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の伊藤です。環境モニタリングの結果について資料を 2 種類お配

りしております。まず全国的な状況ですけれども、都道府県における放射能

水準調査、それから定時降下物、上水の結果については大きな変動は見られ

ておりません。発電所周辺の状況ですが 20km 以遠の空間線量率、積算線量結

果、ダストサンプリング、それから福島県における緊急モニタリング実施結

果。これらについても特段大きな変化は見られておりません。資料の 8 で福

島県環境放射線モニタリングメッシュ調査第 2 回結果に基づく空間線量マッ

プを現地の方で発表しております。これは 11 月 29 日に測定結果そのものは

発表されていったところですけれども、改めて可視化したと申しますがマッ

プの形は 32 ページ、33 ページにありますけれども、可視化したものが発表さ

れております。それから資料番号 9 公共用水域の環境放射線モニタリングの

調査結果の速報ということで、前回 11 月の半ばに河川湖沼等におけるモニタ

リング結果が発表されておりますが、今回、河川で 34 箇所、湖沼ダムで 25

箇所の水質についてヨウ素、セシウムを検査をしたものです。一部 1Bq/L を

越える箇所が河川で見られますが、大部分の地点では検出限界未満となって

おります。それから海域の調査、これは資料番号 10 番の発電所周辺の海域モ

ニタリングの結果については一部の地点で数Bq/Lというセシウムが検出され

ております。それから 11 番の宮城福島茨城県沖における海域モニタリングの

結果であります。これは沖合い 90km から 280km とやや離れた地点において、

今回、コバルトそれからマンガン、セリウムについて分析を文部科学省の方

でしたものですけれどもいずれも検出限界未満となっています。それから資
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料番号の 12、発電所周辺の海域モニタリングの結果トリチウム、全アルファ、

全ベータ、これは東京電力の方で測定されたものですけどもこれまで 1月に 1

回測定をしております。いずれの結果も検出限界未満となっております。モ

ニタリングの状況は以上です。それから前回ご質問をいただいた中で前回お

配りした資料、福島県における土壌の放射線モニタリング(プルトニウムの調

査結果について)、これは現地本部と県の方で土壌のプルトニウムの調査結果

をまとめたものですが、その際福島県内における過去のプルトニウム、ある

いはストロンチウムの濃度と比較してどうなのかという質問をいただきまし

た。文部科学省の方で環境放射線データベースというものがホームページで

公開されております。過去の環境放射能調査の結果などが含まれております

が、それを使って 99 年度から 2009 年度までの福島県内で取られた土壌のプ

ルトニウムの濃度を検索して調べてみました。これによりますとプルトニウ

ム 238 は検出限界未満から 2.3Bq/m２という値に収まっております。それから

プルトニウム 239 と 240 の足し合わせた濃度ですけども、これは 1.04 から

78Bq/m２という数値が過去 11 年間の変動の範囲であります。それからストロ

ンチウム 90 もちょっと調べてみましたが、これは平米当たり 36 から 620Bq

ということであります。プルトニウムについてみますと、11 月 29 日に県の発

表したプルトニウムの値というのは今申し上げた変動の範囲内に収まってい

るということであります。必要があれば検索してプリントアウトしたものが

手元にございますので、お見せすることは出来るかと思います。文部科学省

からは以上です。 

 

○司会 

 次に原子力安全委員会から説明します。 

 

○原子力安全委員会事務局 

 原子力安全委員会事務局の加藤です。私からは本日付けの原子力安全委員会

名の環境モニタリング結果の評価についてという 1 枚紙で裏表にコピーして

ございますものと、参考としまして 1 枚目が福島県の地図になっております

資料を用いて説明をいたします。 

まず資料の 1の空間放射線量でありますけれども、今回は 20km 圏内の空間

放射線量率も入っておりますけれども、特段大きな変化はないという状況で

あります。空気中の放射性物質濃度でありますが参考資料の 10 ページから 13

ページご覧いただきますと、一番上の 1 番のポイント、福島市杉妻町であり

ますけれどもここで非常に小さい値ですけども出ております。ここは県の方

で検出限界を下げた測定を行っているポイントであります。この出ている値



 

5 
 

につきましては濃度限度を下回っております。またこのポイントでのヨウ素

131、また他のポイントでのその他の核種いずれも検出限界未満であるという

ことであります。 

資料の 4 の環境試料であります。一番下に海水中の放射性物質の分析結果

です。参考資料でいきますと 22 から 25 ページでありますけども、発電所に

近い 1 から 4 のポイントではセシウムが検出されている日がございますが、

他のポイントでは検出限界未満であります。また検出されている値も濃度限

度を下回っているという状況であります。それから続いて参考資料の 26、27

ページが、発電所に近い一番二番のポイントでの海水中のプルトニウムの分

析結果でありまして、検出限界未満という状況であります。それから 28 ペー

ジいっていただきますと、これは海水中のトリチウム、ピンク色のがトリチ

ウムですけども、この四つのポイントで検出限界未満であるという状況であ

ります。それでこれらの測定の検出限界値ですけども、事故前の日本近海の

バックグランドに比べて数ケタ高い状況ですので、施設の影響の有無は判断

できないというふうに考えております。それから参考資料の 29 ページが、こ

れも今文科省の方からお話しありましたけども、沖の方で測りました海水中

のマンガン、コバルト、セリウムの分析結果であり、いずれも検出限界未満

であります。30 ページからが福島県内の河川、湖沼等で、10 月に採取された

水からの放射性物質の分析結果でありますが、一つのポイントでのみセシウ

ム 137 が検出されているという状況であります。お手元の参考資料でいきま

すと 34 ページがございまして、表の一番左の覧に調査地点の番号が並んでお

りますが、73番のポイントでのみこのセシウム137が出てるという状況です。

値は検出限界未満であります。それから資料の最後の 5 番の全国の放射能水

準調査でありますが、こちらも特段大きな変化がないという状況でございま

す。私の方からは以上であります。 

 

○司会 

 続いて各プラントの状況についての説明です。東京電力から説明します。 

 

＜プラントの状況について＞ 

○東京電力 

 東京電力からプラントの状況についてご報告をさせていただきます。始めに

『福島第一原子力発電所の状況』という A4 縦表裏の資料の方からご覧くださ

い。タービン建屋地下の溜まり水の処理でございますが、こちらはキュリオ

ン、サリー等を用いまして、高濃度汚染水の処理を継続して実施中です。そ

れから昨日発生いたしました蒸発濃縮装置からの漏えいに関しましては、現
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在漏えい量の評価、それから排水路に落ちた水のベータ核種の分析を進めて

いる段階でございます。続きましてトレンチ立坑・各建屋の地下の溜まり水

の処理でございますが、現在 2 号機から集中廃棄物処理建屋の方への移送を

継続しておりますが、3号機分については、本日 10 時 31 分に建屋の水位調整

のため停止いたしております。6号機から屋外、仮説タンクへの移送は明日の

夕方まで行う予定です。建屋の水位それからトレンチ立坑の水位などにつき

ましては、会見途中で最新のデータをお届け出来るというふうに思っており

ます。裏面の方にまいりまして、放射線物質のモニタリングの状況につきま

しては、先ほど申し上げたとおりです。使用済燃料プールの冷却につきまし

ては 1 号機から 4 号機まで順調に循環冷却を続けております。原子炉圧力容

器への注水、圧力容器の温度、格納容器に関しましては記載の表のとおりで

す。午前中の会見で申し上げたとおり、本日 1 号機と 3 号機の圧力容器の窒

素ガスの注入量を 5m3/h から 10m3/h に増加させております。その他の工事の

状況でございますが、こちらも会見途中に最新の作業実績をお届けできれば

というふうに思っております。それでは作業に伴いますサンプリングの状況

ということで 2 点ほどご報告させていただきます。まず一つは 2 号機の格納

容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果でございます。こちらは毎

週、生ガスの方をサンプリングしておりますが、大体月に 1 回、こういった

チャコールフィルターに捕獲いたしまして、濃度限度を下げた形で分析を進

めております。12 月 2 日のサンプリングでございますが、パワーポイントの

上の表にございますとおりクリプトン 85 が 2.1×10 の 1 乗 Bq/cm3、キセノン

131M が検出限界未満、キセノン 133 が 1.2×10 のマイナス 2乗、キセノン 135

が 2.6×10 のマイナス 2 乗 Bq/cm3 という状況でございます。なお、前回 11

月 16 日に測定した核種の値でございますが、キセノン 131M、133 に関しまし

ては検出限界未満。それからキセノン 135 については 2.9×10 のマイナス 2

乗 Bq/cm3 ということで、ほぼ同程度の値で推移しておりますので、こちらに

関しましてはキュリウム等の自発核分裂によりますキセノン 135 を検出して

るものというふうに推定いたしております。なおクリプトン 85 につきまして

は 11 月 16 日の値が 4.2×10 の 2 乗 Bq/cm3 でございます。なおクリプトンに

つきましては、今後どういった低減傾向になるのかについては、経過を観察

していきたいというふうに思っております。それから下の方のパワーポイン

トでございますが、ガス管理システムの出口での測定結果に関しましては、

いずれも検出限界未満という状況でございます。こちら下の方は生ガス、ガ

スバイアル瓶での測定ということになります。続きまして建屋の上部におき

ますダストのサンプリング結果になります。A4 横の表の形式になってる資料

でございますが、まず最初の一枚目の表面が 1 号機の分析結果です。左側の
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二つ、マル 1 番とマル 2 番が、カバーに取り付けました排気フィルターの前

後での測定結果になります。マル 2 番の方、排気フィルターの出口では、ND

検出限界未満という状況になっておりますが、その他カバーの入り口のマル 1

番、それからマル 3、マル 4、裏面にまいりまして、マル 5、マル 6、マル 7

という、建屋のカバーの内側にございますダストサンプリングでは、大体 10

のマイナス 5乗 Bq/cm3 というようなセシウムが見つかっております。それか

ら 2 枚目の表面になりますが、マル 8 番ということで、こちらは 1 号機の原

子炉建屋の大物搬入口に入ってくるところの空気の状況ですけれども、こち

らはセシウム 134、137 とも ND 検出限界未満という状況でございます。続き

まして2枚目の裏面のところにまいりますが、こちらは2号機の原子炉建屋、

ブロアートパネルの開口部でのサンプリング結果になります。まず中央のマ

ル 1 番、マル 2 番が中央の位置での西向きと北向きでのサンプリング結果。

それからマル 3 番が、ブロートパネルの下の方でのサンプリング結果になり

ますが、いずれも 10 のマイナス 5 乗 Bq/cm3 というような値が検出されてお

ります。こういった値を使用いたしまして、次回の道筋の会見の際に合わせ

まして、建屋からの放出放射能量の評価をしていきたいというふうに思って

おります。続きまして、環境モニタリングの状況です。まず取水口のサンプ

リング結果になりますが資料のタイトル申し上げますと『福島第一原子力発

電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果に

ついて、12 月 4 日採取分』でございます。ページを捲っていただきまして 1

枚目の裏面から昨日の測定結果を表の形式でまとめております。3枚目からが

経時変化をグラフ化しておりますけれども、大きな変動等はみられておりま

せん。したがいまして、高濃度汚染水が海水中に漏えいしてないというふう

に判断いたしております。続きましてサブドレン水の状況でございます。A4

横の表の形式になっているものでございますが、集中廃棄物処理施設周辺サ

ブドレン水の核種分析の結果ということで 12 月 4 日の採取分でございます。

なお値そのものは、通常の変動範囲内でございますけれども、マル 3 番のプ

ロセス主建屋南東側の測定箇所につきましては、セシウム 134 と 137 が、こ

の表の形式の中では ND から検出されたという状況でございますが、値そのも

のは大きなものではございません。東京電力からは以上でございます。 

 

○司会 

 次に原子力安全保安院から説明します。 

 

○原子力安全・保安院 

 原子力安全保安院の森山でございます。まず最初に、先ほど政務官からもお
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話しございましたように、蒸発濃縮装置からの漏えいの件でございますが、

保安院におけます対応状況について簡単にご説明申し上げます。昨日、東京

電力から連絡を受けて以降、現地の保安検査官が現場を確認するほか、今回、

堰の健全性に問題があったわけですが、他の水処理施設等に設置されており

ます堰の健全性の確認。あるいは遵守の強化ということを口頭で指示をして

きておりましたけども、本日改めて文書による指示を行うこととしておりま

す。まだ実際の文書の発出にまでには至っておりませんが、この会見中には

間に合うと思いますのでまいりましたら後ほど配布させていただきますが、

主に3点ございまして、今回の漏えいが発生した原因の究明と再発防止策と。

それから 2 点目は漏えいの拡大を防止するための堰からの漏えいが確認され

たということで、これは先ほども申し上げましたけども、他の堰についての

健全性の確認、必要な補修等を行うといったことの他に遵守点検の強化です

とか、漏えい検出器の設置など堰からの漏えい防止について、今後の対策計

画の策定、実施を行うことと。それから三つ目に、今回の漏えいにつきまし

て海への放出の有無も含めて、漏えいの範囲、漏えい量の確認を行って、放

射性物質による影響を評価することと、こういったことを文書で指示をする

予定でございます。実際に文書で指示をした後に、また配布させていただき

たいと思います。それからこれまでいただいておりました宿題で何件か、4

件ほどご回答を申し上げたいと思います。まず 3月 12 日のベント作業者の被

ばく線量に関して、最大の 106mSv 以外の作業員の被ばく線量を、その当時、

保安院がどのように把握していたのかということでございますけども、これ

も繰り返しになりますが、当時ベント作業に伴う作業者の被ばく線量につい

ては、保安院としては 1名が 100mSv を超過したとの情報は得ておりましたけ

ども、その他のベント作業に伴う被ばく者の情報については、当時は得てお

りませんでした。これが 1点目でございます。それから二つ目は SPEEDI の運

用に関することでございまして、安全委員会では一元化したという事実はな

いというようなことでございましたけども、ではなぜ保安院は原子力安全委

員会に SPEEDI の計算を依頼しようとしたのかというご質問でございました。

本件につきましては、3月 16 日頃でございますけども、文部科学省から 3月

16 日以降 SPEEDI については原子力安全委員会にて活用することとなった旨

の連絡がございましたので、保安院といたしましては計算を行うにあたって、

原子力安全委員会に依頼する必要があると介して、3月 16 日以降しばらくの

間 ERC としての独自の計算依頼を行わなかったということでございました。

それから三つ目ですけども、ERSS の解析についてご質問がございました。何

回か解析しておりますけども、解析結果 4 というものの実際の解析時刻はい

つだということでございますが、3月 11 日の 22 時 37 分でございます。それ
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からもう 1 件でございますけども、保安院が自分で撮っております写真の公

開についてでございます。情報開示請求というものをいただいておりますけ

ども、情報公開請求に係わらず保安院自ら自主的に撮影した写真を公開すべ

きではないかということでございました。院内で検討しました結果でござい

ますけども、公開していくということでというふうにしたいと思っておりま

す。具体的には 3月 11 日の災害発生以降、原子力安全・保安院の職員が撮影

したもので、福島第一及び第二発電所に関するものでございます。これにつ

きまして準備が整い次第確認するべき内容もございますけども、準備が整い

次第順次保安院のホームページで公開をしていきたいというふうに考えてお

ります。保安院からは以上でございます。 

 

○司会 

 これから質疑に入ります。前回同様のお願いでございますが、最初の質問の

機会をできるだけ早くに皆さんに一巡させるという観点から、一度にご質問

していただく項目数を三つまでとさせていただくようお願いいたします。質

問自体もできるだけ簡潔にお願いいたします。一つの質問でも余り長くなる

ようであれば、改めて手を挙げていただくようお願いすることもありますの

で、趣旨ご理解のほどをよろしくお願いいたします。回答側も簡潔に分かり

やすく回答していただきたいと思います。質問の際には所属とお名前を名乗

っていただくとともに、誰に対する質問であるかを明確にしていただくよう

お願いいたします。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。では

前の方、それからその次この列の後ろの方。 

  

＜質疑応答＞ 

○香港フェニックステレビ リ 

Ｑ：香港フェニックステレビのリと申します。森山さんと園田政務官にお伺い

したいと思います。まず園田政務官に対して質問がありますが、今回水漏れ

のことに関してですけれども、高濃度のセシウムとストロンチウムが入って

いる可能性は非常に高いと聞いております。海洋汚染に対する影響を今政府

はどのように見ていらっしゃるのか教えてください。そして今の時点で近隣

諸国に対して通告をしているのかどうか、もし今度そういった予定があれば

教えてください。森山さんに対しての質問が、今回のこの水漏に関して保安

院としてはどのように受け止めているのか教えてください。 

 

Ａ：(園田政務官)まずセシウムの件でございますが、これは今現在分かってい

る数字で申し上げますと、まず堰内の漏えい水に関しては 16Bq/cm３、これは
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セシウム 134 ですね。それからセシウム 137 については、29Bq/cm３というと

ころでございます。ご指摘のストロンチウムに関してはまだこれは時間が掛

かるということでございますので、今その調査を急がせているところでござ

います。それからこの排水路から伝って、これは海への噴出の段階で、先ほ

どの堰内に対してのセシウム 134 は、0.013Bq/cm３。そしてセシウム 137 に

ついては 0.018Bq/cm３ということでございます。今後今確認をさせていただ

いておりますけれども、外務省を通じてこの事実関係と、それから今後につ

いても詳細な部分に関しては分かり次第お伝えをするというところの確認は

取れておるところでございます。 

 

Ｑ：すいません、じゃあ今の時点でまだ外国には通告など、何らかの外交ルー

トを通して何もお知らせをしてないということでしょうか。通告する必要が

ないということですか。 

 

Ａ：(園田政務官)いえいえ、伝えてるはずでございますが、それも含めて今後

新たな何か情報が出てきた次第、それを速やかにお伝えをするということに

なっております。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、この放射性物質の漏えいということ

は防がなければいけないというふうに思っております。それで保安院から東

京電力に対しましては、これまでも中期的安全確保の考え方ということで、

放射性物質の漏えいを防止をするということも含めて指示をして報告徴収を

受けているという状況にございます。東京電力からは堰を設けて万一の漏え

いには対応するということでございましたけども、今回はその漏えいを防止

するために設けられました堰からまた更に漏えいしているということで、本

件は大変重視をしております。先ほど申し上げましたような形で、本日もま

た指示をいたしますけども、東京電力からはこの施設運営計画と言いますか、

中期的安全確保の考え方に沿った形での報告書の修正も併せて依頼しており

ます。保安院といたしましてはその内容をしっかりと専門家の意見も聞きな

がら確認をしていきたいと考えております。以上でございます。 

 

Ｑ：ごめんなさい、ちょっと園田政務官に一つまだお答えいただいてないんで

すけれども、今回のこのストロンチウムとセシウムの高濃度が大量に含まれ

ているということに関して、海洋汚染への影響、海洋環境への影響をどのよ

うに見ていらっしゃるか、そして確認ですけれども、もう現時点で外国には

通告しているというふうに理解していいでしょうか。 



 

11 
 

 

Ａ：(園田政務官)まだ高レベルであるかどうかという判断、評価はできており

ません。したがいまして先ほど申し上げたように、海への放出に関しては、

放出された部分、これ 17 時 05 分現在の採取した結果でございますが、

0.013Bq/cm３ということでございますので、それを高いというふうに評価す

るのかどうかというところは今後の評価をしなければならないというふうに

思っております。現時点で当然ながら外国も含めて、関係の所には連絡はい

っているというふうに聞いておりますけれども、今後新たな情報が出てき次

第、それは速やかにご報告をするべくものではないかというふうに考えてお

ります。 

 

○司会 

 それでは次の方どうぞ。 

 

○NHK 岡田 

Ｑ：NHK の岡田です。お願いします。森山対策監にお伺いします。先ほどお話が

ありましたが、東京電力に対する指示を文書で発出するということなんです

けれども、その形式ですね、報告徴収を含めてどういう形式を取られるので

しょうか。あとこれに関してはいつまでに報告をするようにといったような

期限を設けるのでしょうか。それを教えていただきたいと思います。あとこ

れによって改めてその施設運営計画への影響、あとステップ 2 の年内終了と

いう今工程表のスケジュールがありますが、それへの影響というのはどの程

度あるというふうに考えていらっしゃるかお願いいたします。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、指示文書ですが、これは保安院長名

での指示文書となります。したがっていわゆる報告徴収という形でございま

せん。それから今のところ期限を付すということは考えておりません。内容

によっていろいろと評価その他ですね、対応できる時期というのは変わって

くると思いますが、特にいつまでというふうなことは決めておりません。た

だし先ほど二つ目のご質問とも関係してまいりますけども、この対策という

ものは、中期的安全確保の考え方に基づく施設運営計画にも反映される必要

がございますので、東京電力ではそういうしっかりとした形で反映されるも

のと考えております。それからその施設運営計画の評価ですけども、これは

東京電力から出されたものに対して厳格に確認をしていくと、また専門家の

意見も聞きたいと思っております。その上でもちろん年内の冷温停止の目標

としては、保安院としても何と言いますか、認識は共通の認識として持って
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おりますが、あくまでも安全の確保という観点からしっかりと確認をしてい

くということでございます。そこは東京電力から提出されましたら厳格にな

おかつ迅速に確認をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

Ｑ：指示文書についてなんですけれども、これは期限を設けないということな

んですが、できるだけ早くということに尽きると思うんですが、大体どのぐ

らいだとかというスケジュール感というものはありますでしょうか。森山さ

んお願いします。 

 

Ａ：(保安院)これは当然東京電力の方で対応いただくことですので、それは東

京電力の方の検討次第だと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 質問のある方挙手お願いします。それでは奥の列の後ろの方の女性の方、そ

れからその斜め後ろの、一番後ろの方の男性の方。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりです。どうぞよろしくお願いいたします。まず東

京電力に。海洋へ汚染水が漏えいした件についてお聞きします。以前、私が

液体廃棄物の処理について聞きました時に、現在この淡水化処理のシステム

ではイオン効果も凝集沈殿も行っておりませんので、ストロンチウムが含ま

れているのではないか、除去できていないのではないかと質問させていただ

いた時に、松本さんは現在ストロンチウムの除去はされていないので一定程

度含まれているとご回答していただきましたが、現在そのストロンチウムを

除去していない水が海洋に流れたという認識でよろしいでしょうか。この件

について文科省、保安院、そして園田政務官にお聞きします。まず放射線障

害防止法の所挙である文科省に。第 19 条廃棄の基準等と、第 30 条の海洋投

棄の制限に今回の件は違反しているのではないかと思われますが、文科省の

認識をお聞かせください。そして原子炉等規制法を定めております保安院に。

第 62 条の海洋投棄の制限に同じく違反しているように思われますが、保安院

としての認識評価はいかがなんでしょうか。よろしくお願いいたします。そ

して放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関す

る法律について、これは文科省ですか、園田政務官にもお聞きいたします。

この法律の目的として第 1 条に、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き
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起こし、又は放射線を発散させて人の生命、身体、又は財産に危険を生じさ

せる行為等処罰するとありますが、今回の海洋へ漏えいした件、そして今回

の事故の件についてはこの法律に何ら触れるものではないのでしょうか。ご

回答をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(東電)東京電力からお答えさせていただきますが、今回の処理水に関しま

しては、アレバの除染装置等を通しておりません水でございますので、これ

まで分かっている最新のデータで申し上げますと、9月 20 日の分析結果では

ストロンチウムが 10 の 4 乗 Bq/cm３ほど存在しておりますし、10 月 4 日の分

析結果では全ベータの核種分析として 10 の 5 乗 Bq/cm３の値が検出されてお

ります。 

 

Ｑ：ありがとうございます。ではこの単位が Bq/cm３ということで、今回 m３計

算をいたしますと大体予測でどれくらい同じものが流れ出たとすると、大体

どれくらいなんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)漏えいした量そのものは現在評価中でございますので、この濃度に

漏えいした体積をかけることで Bq 数は出るというふうに思っております。そ

れから現在漏えいした量を評価を進めておりますけれども、午前中の会見で

申し上げたとおり、発見した 11 時 30 分過ぎに建屋の周りでは漏えいしたこ

とが見つかってなかったということと、15 時 30 分頃に土嚢等による止水工事

が完了したという最大 4時間、それから漏えいした量が毎分 1L 程度というこ

とで考えますと、約 300L というふうな状況になろうかと思っております。最

終的にその300Lがどのぐらいの割合で海に行ったのかというところを評価し

ていることになります。 

 

Ｑ：ありがとうございます。では以前私が質問させていただいた、ストロンチ

ウムなどの除去処理をしていない水が海洋に流れたという認識でよろしいで

しょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。現時点では海洋に流れた可能性があるということで今調査を

進めている段階でございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省ですけれども、今回の事案は放射線障害防止法の適用
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の対象外というふうに理解してます。 

 

Ｑ：適用の対象外ですか。すいません、適用の対象外というのはどういったこ

と。 

 

Ａ：(文科省)原子炉等規制法において規制されている施設での放射性物質の管

理のお話だというふうに理解しています。 

 

Ｑ：分かりました。では森山さんよろしくお願いします。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、今ご指摘のありました原子炉等規制

法 62 条に海洋投棄の制限ということがございますけども、今回は漏えいを確

かにしておりますけども、いわゆる海洋投棄には当たらないというふうに考

えております。以上でございます。 

 

Ｑ：海洋投棄に故意ではないという理由で当たらないということでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)62 条の第 2 項に海洋投棄とはとありまして、船舶、航空機若しく

は人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること、又は船舶若しくは人工海洋

構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう、このように書い

てございまして、この定義には当たらないと考えております。 

 

Ｑ：人工海洋構築物というのは海洋でなく、陸地にあったから当たらないとい

う認識でしょうか。 

 

Ａ：(保安院)失礼いたしました。まずは物を廃棄ではそもそもございませんの

で、確かに漏えいではございますし、それは防止する必要はございますけど

も、廃棄したわけではありませんので、それは当たらないと考えております。 

 

Ｑ：故意ではなく過失だから当たらないということでしょうか。廃棄ではない

ということで。 

 

Ａ：(保安院)廃棄ではございませんので、それはもちろん漏えいしていいとい

うことを申し上げてるわけではございませんけども、漏えいは防止する必要

がございますが、廃棄という行為ではないというふうに考えております。 
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Ｑ：分かりました。例えば交通事故や食中毒など、故意ではなく過失でも罰則、

処罰なりがされるものでございますが、廃棄ではない、故意ではない過失だ

ったら処罰の対象には当たらないという、これは原子炉等規制法というのは

そういう法律なんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)当然基準を満たさないようなことが起きれば、それはそれぞれ必

要な処分と言いますかということがなされると考えますけども、少なくとも

この海洋投棄というところには当たらないと。当然技術基準を守っていただ

く必要がございますけども、ただし現在の福島第一原子力発電所につきまし

ては、全体として技術基準が守られないような状況になっていますので、先

ほども申し上げておりますような、中期的安全確保の考え方を示したり、今

後はいわゆる保安規定のようなものも見直していく必要がございますけども、

そのようなそれぞれの法律の条文、条項に基づいて一つずつ判断していく問

題ではないかと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。では廃棄には当たらないということで、今後海洋へ汚染水

など漏えいした場合、過失であれば廃棄という故意でなければ原子炉等規制

法は特に処罰をしない。その法令第何条として記しているわけではないとい

うことでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)当然いろいろな指示をしたり、命令をかけたりいたしますので、

そのような命令に反するようなことがあれば、何らかの処分ということはあ

り得ると考えています。命令すること自体が処分に当たりますけども、いわ

ゆる罰則規定はそれぞれのどういうところがどう該当するかということを一

つ一つ丁寧に見ていく必要があると考えております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官)今回この事案に関しましては、当然ながら漏えいというもの

があってはならないわけでございますので、そういった意味で施設の管理で

あるとか、あるいは安全確保策を私ども政府としても東京電力に対しまして

は求めていた最中に起こったところでございます。したがって、私どもの指

示というものをきちんとまずは守っていただく、あるいはそれに対する考え

方と、それから施設管理というものをしっかりと行っていただくという形で、

対処していく必要があるんではないかというふうに考えております。法令違

反であったかどうかというものは、当然ながらその法律に書いてあることの
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事案に関しての対処ということになるんですが、それではなくてですね、今

回はそれ以外のところで起きてしまっているという状況から考えますと、法

令違反というよりはその対処の中において、なぜこういったことが起きたの

かというところは、施設管理も含めてきちんと求めていきたいというふうに

思います。 

 

Ｑ：すいません、それ以外の状況というのが少し分からなかったのですが。こ

の放射線を発散させて、人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関す

る法律というのは、放射性を発散させて人の生命や財産に危険を生じさせる

行為等の処罰を書いてあるのですが、これも先ほどの原子炉等規制法と同じ

ように故意ではなく過失であれば一切これには触れないということでしょう

か。 

 

Ａ：(園田政務官)過失がどの程度にもよるのかも知れません。そういった意味

では施設の安全管理というものをしっかりと私どもとしては、きちんと見定

めなければならないというふうに思います。それ以前の問題で、今現にです

ね、どのくらいの量が流出したのか、あるいはそこの中にどういったものが

含まれていたのか、というところはきちんと調査をまずしなければならない

というふうに考えてます。 

 

Ｑ：交通事故や食中毒や、もちろん飛行機事故、医療ミスなどでもそうですが、

過失の場合でも処罰のなどの法令が決められておりますが、すいません、不

勉強なもので、関連の法律をいろいろと読んだのですが、原発事故に対する

過失の法律というのはいったいどれにあたるんでしょうか。もしご存知の方

がいらっしゃれば教えてください。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっとすいません、その点については確認をさせていただ

きたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。ないということではないですね。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっと今すぐに即答出来かねるところがございますので、

確認をした上でお答えはさせていただきたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。よろしくお願いいたします。 
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○司会 

 次の方、どうぞ。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。松本さんにお願いした

いんですけれども、午前中の会見で質問させていただきました、漏えい検知

システム、他の施設でも整備状況分かりましたでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、現在確認中ですけれども、まずないのではないかというふう

に思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。これを受けまして、保安院の森山さんにお願いし

たいんですけれども。今回の件でですね、保安院が文書で指示するとありま

したが、これまで見ていますと、これ保安院の性格上のことかも知れません

けれども、ことが起こってから口頭などで指示する、つまり事後対応の繰り

返しなんですけれども。今回ですね、汚染水を扱う施設で、今松本さんから

ご説明ありましたですね、一般的に発電所で使っているような、床面に水が

溜まったら通電検知するような、漏えい検出設備がなかったわけなんですけ

れども、保安院はそのことはご存知だったのでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)東京電力からの報告をもちろん見ておりますけれども、その中で

は漏えいした場合に堰を設けて防止をするというふうになっておりました。

ここには実際に漏えい検知器が設置されているということは、設置されてい

ないというふうに承知しておりました。 

 

Ｑ：そうしますとですね、漏えい検知システムがなかったことによる見解とい

うのはどういう見解でしょうか。ご見解お願いします。 

 

Ａ：(保安院)万一の漏えいの場合には、堰の設置によってですね、漏えいを防

止するという考え方が必ずしも十分でなかったということになるかと思いま

す。そこのところはしっかりと確認していく必要がございます。なお、先ほ

ど漏えい検知そのものは、どこまであるかという問題ありますけれども、例

えば配管が仮にですね、損傷したような場合に、よく最近トラブルで起きて

おりますけれども、流量の差が出てくるとかということで漏えいを見る、施

設によっては漏えいを検知するようなところはございます。例えば使用済燃

料プールにつきましては、流量の違いを見ることによって漏えいを検知する
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というようなことはございますので、一切ないというわけではないと考えて

おります。ただし、ここの場所にはございませんでしたので、このような堰

を設けて漏えいを防止するということに対して、先ほど申し上げましたよう

な漏えい検出器の設置なども含めた防止対策ということを改めて検討してい

ただくということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。今回のこともそうなんですけれども、保安院の権限上の限

界なのか私ちょっと分からないんですけれども、今回その冷温停止状態に持

っていくというのは細野大臣も必ず達成するという、そういうようなお考え

の中でですね、やはり東電側に押しつけるというのもどうかなと思いまして、

やはり保安院がですね、少なくとも汚染水が今問題になっている段階で漏え

い検知システムがなかったことを、実際これ堰で止めるということは東電も

報告していたわけですから、そこで良しとしていたというふうにどうしても

思えちゃうんですけれども、そこでその全体の冷温停止状態宣言に持ってい

く前にですね、改めて保安院は全体の安全網を再チェックする必要があるん

じゃないかと思うんですけれども、その点はどういうふうお考えでしょうか。

そこも東電の報告書を待って、あるいはことが起こってから事故対応で文書

なり口頭で指示するって、そういう繰り返しで今後も行くんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)まず保安院として安全確保のためのいわゆる指針に相当するもの、

安全確保の考え方ということを示しております。これを示した上で、それに

適用するように指示をしております。この報告徴収を命じて、その内容の提

出、報告書の提出を求めております。現在、その東京電力の報告書を評価し

ているという段階にございますので、今回の点も含めて専門家の意見も聞き

ながら評価をしていきたいと考えております。 

 

Ｑ：でも、それ少なくても 16 日には冷温停止状態宣言するということで、先ほ

ど期限は設けないというお話もあったんですけれども、どうして期限を設け

ないんでしょうか。ちょっとそこは教えていただけますでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今回、報告の期限ですね、報告の期限は必ずしも設けておりませ

ん。それは今日出来るか、明日出来るか、明後日出来るか、これは東京電力

の努力によるところもありますし、それから放射性物質の漏えいによる影響

評価というのは、対策とは違った評価の時間が必要なものもございますので、

そこは今回必ずしもいつまでかということは、報告の期限は設けておりませ

んけれども、当然その中では堰の健全性の確認を行うといったことは指示し
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ておりますので、必要な対策は速やかに行われるものと考えております。 

 

Ｑ：今後ですね、先ほど言いました全体的にもう 1 回、保安院の方でですね、

安全管理面において 16 日に向けても急いで再チェックするというか、そうい

うお考えというか、そういったものは一切ないですか。もう東電の報告を待

って、施設整備計画をもって評価していくという、それで行かれるんでしょ

うか。 

 

Ａ：(保安院)施設整備計画、施設運営計画と言っておりますけれども、その中

に当然漏えいを防止する機能というものは書いてございますので、それが今

回今まで提出されておった内容では必ずしも十分でなかったということが分

かりましたので、それは対策を改めてですね、盛り込んでいただく必要はご

ざいます。ただ、いずれにしましても保安院として、今お話がありましたよ

うな施設計画全体として問題がないかどうかということを今並行して評価を

確認をしているということでございます。 

 

Ｑ：すいません、その施設整備計画の評価において保安院も一部やっぱり見方

が甘かったというそういう思いはあるって理解してよろしいですか。 

 

Ａ：(保安院)放射性物質の放出の防止ということは考え方としては変えており

ます。そこに堰を設けるということで、必ずしも今出てきております東京電

力の報告に対して、それでは不十分だという指摘をしていないのも事実でご

ざいます。今回、堰だけでは防止していなかったということがございますの

で、それは改めて再検討していく必要があると考えております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 質問のある方、挙手をお願いします。えーと、それでは、この真ん中の列の

真ん中の方、えーと、それから、と、一番端の列のお 2 人、前の方と後ろの

方上がっていますので、前の方と後ろの方。どうぞ。 

 

○テレビ朝日 松井 

Ｑ：テレビ朝日の松井と申します。松本さんに、二つお伺いします。まず、今

朝も測ったそうなんですが、汚染水の漏えいに関してですね、海洋に放出さ

れたかどうかのチェックのポイントがですね、南の放出口のいつも測ってる
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部分でも、計測に留まってるようなんですが、素人考えで恐縮なんですが、

その側溝がずっと海につながっていてですね、その海に入る直前の場所で測

れば、もっとクリアーに皆さんが納得できると思うんですが、物理的にそこ

には、例えば人がそこに入って測ることができない、例えばもうパイプのよ

うなものが、海の海底につながっていて入るようになっているとか、そうい

うものなのか、要するに測る場所に関してですね、結局海の外に広がった所

で測ってらっしゃるわけで、もともとセシウムが 1 万分の 1 に抑えられてい

た水ですから、そこですぐ分かるセシウムの濃度を測って、昨日と変わりま

せんと言われても、もともとその結果になるのは目に見えていたことですか

ら、そこに関して、ストロンチウムがすぐでないのは分かりますので、そこ

の測る場所について、もっといい場所があるのかないのかという点が 1 点で

す。もう 1点、全く別の話なんですが、一昨日公開された資料で、『免震重要

棟 2 階の空間線量率の変化』という資料が、一昨日公開されました。それを

見ますと 3月 15 日には 380μSv/h という非常に高い数値なんですが、3月 31

日になると 6.3 に減っているということなんですね。この 380 という数字、3

月 15 日が、これが最大値を指すのか、また、3月 31 日に局所排風機及び鉛遮

蔽の設置後というふうに書いてあるんですが、31 日が 6.3 で例えば 30 日はや

っぱりまだ 300 クラスあったのか。この途中経過がどうなっているのかを、

資料としてあるのか、それとも測ったのがこの日だけなのか、この辺りを教

えて下さい。以上 2点です。 

 

Ａ：(東電)はい、まずサンプリングの場所が適切かどうかというところにつき

ましては、こちら本日の午前中で配布した地図がありますけれども、今回、

漏えいした、蒸発濃縮装置が置いてある場所から、この側溝、排水路の下流

側、ここで検知すれば、水が流れたかどうかってのが、はっきり分かると思

っています。ご質問にあるとおり、セシウムの濃度は、処理水そのものの濃

度が、まず 10 の 1 乗 Bq/cm３ということで、小さいものですから、最終的に

私どもとしては、べータ核種の値で判断したいというふうに思っています。

ストロンチウムそのものは、分離に時間が掛かりますので、少し、核種とし

ていくらというのは、1、2 週間かかると思いますけれども、全べータという

ことで、いわゆる全部を測るという方法であれば、1日 2日で急いでやろうと

思っておりますので、今日、明日ぐらいには、ここのサンプリング核種の下

流の所で、当時、17 時、それから 22 時、それから、今朝の 6時っていうふう

に測っておりますので、ここに明確な濃度の差が、だんだん下がってくるっ

て言うようなことがあれば、漏えいしたというふうな形で判断できるのでは

ないかというふうに思っています。それから、2番目のご質問の免震重要棟の
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空間線量ですけれども、こちら 380μSv/h は最大値でございます。その後当

時は、やはり爆風の影響がございまして、建屋、といいますか、免震重要棟

内に一部、放射性核種が持ち込まれたという可能性もございますし、いわゆ

る建屋からの直接線というような形も、建屋といいますか、飛び散った放射

性物質からの直接線が、入ってきた影響がございまして、非常に高い濃度に

なっております。その後、いわゆる局所排風機ということで、建物の中に、

いわゆるチャコールフィルターを置いた排風機を設置致しまして、中の空気

を循環させることで、空気中に漂っている放射性物質を吸着させたっていう

ことと、建屋側に面している窓等に関しましては、鉛の遮蔽板を置いてです

ね、空間線量を下げたということになります。その作業が終わったのが 3 月

31 日で 6.3μSv/h ということになります。ご質問にあった、その途中経過に

ついては、データがあるかどうか、ちょっと確認しますが、工事が終わった

のが 3月 31 日でその時測ったのが、6.3 という状況になります。したがって、

1日で工事終わりませんので、段階的に工事を進めておりますので、その途中

途中でどれ位の値だったのかについてはちょっと確認させてください。 

 

Ｑ：今の質問、まず、前半の方の質問のお答えなんですが、上流と下流で測っ

たのは分かるんですけど、下流で検出されなければそれで十分だと思うんで

すが、下流で実際、検出された場合、やっぱり次に大事なのは、海に出たか

どうかがやはり一番重要なんですが、今そのことについて、まだちょっとお

答えをいただけなかったんですが、海に出る直前の所等で測るポイントは物

理的にはないんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、出る直前の所は、いわゆる放水口に合流していきますので、

非常に測定そのものは難しいといいますか、サンプリングそのものは、難し

いと思います。それで、このラインを通じて流れて行きますので、できるだ

け下の所でっていう話になりますけれど、ここの下流側の測定点で、ある程

度の量が検出されたとすれば、このルートで海に流れ出ているというふうな

形でも判断したいというふうに思っています。途中の所で、何か、例えば排

水口の溝とかに、例えば、染みこんでいって、海に出ていったことはないか

もしれないっていうのは、なかなか推定としてはありえますけれども、そう

いう意味では、そこのところまで排水口の状況が、はっきり分かりませんの

で、ここの下流側の状況で見つかれば、これは海に出たというふうに判断し

て、私どもは考えたいと思っています。 

 

Ｑ：はい、その件については分かりました。二つ目の質問の免震重要棟内の、
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日々のデータがあるかないかということなんですが、是非棒グラフ、3 月 15

日、次が 31 日ではなくてですね、例えば 1日 1点で結構ですから、グラフ化

したようなものあるいは、テキストデータでも結構なんですが、それはやは

り公開していただくことを是非希望したいんですが 

 

Ａ：(東電)はい、データを確認して、あの準備させて頂きたいと思います 

 

Ｑ：はい、よろしくお願いします。 

 

○司会 

 次の方どうぞ。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグ小嶋です。よろしくお願いします。園田政務官に、今回のこの

漏出に関してなんですけれど、まず冷温停止状態、ま、ステップ 2 ですね、

ステップ 2 への影響に関してお聞かせいただきたいんですけれども、ステッ

プ 2の、ま、16 日に達成の宣言をするような予定っていうような報道もあり

ますけれども、この関連に関して、ご見解があれば教えて下さい。その 1 点

です。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、今回の事案に関しましては、先ほど来申し上げており

ますけれども、しっかりと、まず状況を確認をさせていただくということに

なります。そして、その結果先ほど保安院からもお話ありましたけれども、

中期的な安全施設の運営管理という面で、それが、そこも含めてですね、今

回の事案も含めてやっていただく必要がありますので、それをきっちり、し

っかりと、今、今後ですね、東京電力から出てくる資料に基づいて、確認を

させて頂くというふうに考えております。その上で、その確認が取れたらで

すね、今までの、ま、放射性物質の行く末と、大幅に、この抑制されている

という状況と、それから、冷温停止というところも、しっかりと判断をさせ

ていただいて、評価をした上で、ステップ 2 の終了というところの確認がで

きるものではないかというふうに思います。したがって、今回の事案も踏ま

えて、しっかりと対応策はですね、こうじられるという状況を考えていかな

ければならないのではないかというふうに思います。 

 

 

Ｑ：すいません、現時点で放射性物質の漏出というか、放出が管理され、放射
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線量を大幅に抑えられているという、現時点ではどうでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、現時点ではそのことが達成をできているんではないか

というふうに考えておりますけれども、その意味において、その後ですね、

中期的な安全確保策という点が、しっかりと、今後行われ、得られるように

ですね、東京電力に対しては、その私もの指示に従って、しっかりとそれを、

運営管理というものを行っていただく必要があるんではないかというふうに

思います。 

 

Ｑ：現時点でこのような漏出が起こっている中で放射性物質の放出を管理され

大幅に抑えられているという根拠は何でしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。前回からも申し上げているわけでございますけれども、

発電所からの漏えいというものに関して放射性物質の放出量を今モニタリン

グをさせていただいておりますので。 

 

Ｑ：そうじゃなくて今回の出ている水に関してなんですけれども、水は関係な

いということですか。 

 

Ａ：(園田政務官)水に関しては従前より申し上げているように遮水壁も含めて

行っていくというその指示が出ているわけでございますので、それを踏まえ

て今後その滞留水あるいはその処理施設が今後東京電力としてどのような形

でそれを運営していくかというところを、その策として私どもとしては評価

をするということになると思います。 

 

Ｑ：ですから今聞いているのは現時点のこの状況、今この時点の状況今水が今

回漏出しちゃったということで今対策を取られている途中だと思うんですけ

ども、現時点でこのステップ 2 の状態を達成しているのか、放射性物質が管

理されているとお考えでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)まだ評価中でありますのでステップ 2 が完了しているわけで

はございません。そういう意味で冷温停止状態というものは私どもとしては

現象として今見られるわけでございますけれども、それを評価中でございま

すのでステップ 2 が終了するときにそのことが確認をされるという形になり

ます。 
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Ｑ：すいません。もう 1 回お聞きしたいんですけども、この漏出に関してなん

ですけどもこの漏出はステップ 2の達成に影響が無いのかあるのか。 

 

Ａ：(園田政務官)漏出そのものはもう止まっておりますので、漏出はもう既に

ないというふうに思っております。既に漏出してしまった状況をどのように

評価するかというところは、今後の評価の中に入れると思っております。 

 

Ｑ：すいません。長々と申し訳ないのですけれども、放射性物質の放出が管理

されるという点なんですけども、管理されるというのはこういった穴が開い

てしまって水が漏れてしまうというようなこのような状況がある中で、管理

されているということと考えてよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はいそれは正しく昨日からこれを踏まえて対策を講じるよう

に今日保安院から指示が出るということでございますので、それを踏まえて

東京電力の方でどのような対策を講じるかその報告は私どもとしては今待っ

ている状況でございます。 

 

Ｑ：最後にお聞きします。その対策が講じられて達成した段階でまたステップ 2

の評価が最終的に得られるということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)今回の事案だけでなくて総合的に施設の管理というものがき

っちりと出来るという評価が成されたときにステップ 2、冷温停止状態という

ものを確認をするとそういう段取りでございます。 

 

Ｑ：今回の状況も含めてということですよね。 

 

Ａ：(園田政務官)当然でございます。 

 

Ｑ：はい了解です。ありがとうございます。 

 

○司会 

 次の方。 

 

○時事通信 松田 

Ｑ：すいません東電の松本さんにちょっとお伺いしたいんですが、漏えいの側

溝に流れたのが多く見積もって 300L というのは通常の 200L のドラム缶でい
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うと一本半ということになるんですけども、排水路の方の水の流れというの

は恒常的にいつも水が流れているような状態なんですか。 

 

Ａ：(東電)はい、現在水が流れているという報告を受けておりますけれども、

量等についてはちょっと確認中であります。この排水路と申しますのは敷地

内に降った雨が流れている箇所でございますので、量等に関しましては雨が

降れば多くなりますし、降らなければ量が少ない、若しくは流れていないと

いう状況になるかもしれませんけれども、昨日の段階でどの程度だったのか

についてはちょっと確認中です。 

 

Ｑ：1F の敷地内は 12 月の、要するに昨日おとといですよね。雨は降りましたか。 

 

Ａ：(東電)降っています。前日まで降っていますのでその点では流れている可

能性がございますけれども、そういったところで少しサンプリングに対する

影響等も考慮する必要があろうかと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。排水路の底はコンクリートですか。 

 

Ａ：(東電)はい。排水路そのものはコンクリートのものになります。それから

ちょっと質問の回答が遅れて申し訳ありませんが、この排水路そのものの寸

法ですけれども幅が 1m ございまして水の深さは約 1cm、流速が 50cm/秒とい

う状況でございますので流量といたしましたら1分当たり300L程度というよ

うな状況でございました。 

 

Ｑ：分かりました。そうすると結局排水路にいった段階で、後は混ざって流れ

てしまうというわけですね。 

 

Ａ：(東電)はい。違いまして排水路、午前中お示しした側溝から出て排水路に

到達しましたら海に流出したというようなことで考えられるというふうに思

っております。したがいまして、本日お示しした建屋の下流側のところでベ

ータ核種今測っておりますので、そこがどれくらいの量検知できるかという

ようなところが評価の判断のポイントではないかというふうに思っておりま

す。 

 

Ｑ：放水口のところでの濃度というのは結局ベータ核種については突き止めら

れるんですか。 
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Ａ：(東電)はい。現在速報値ということでセシウムで測っておりますけれども

海水のサンプリングにつきましても、ベータの核種を測定する予定です。 

 

Ｑ：分かりました。後すいません、この手のことは今後とも無きにしも非ずで

いずれみんな排水部に流れ込むんであれば、漏えいが分かった時点で一応海

に至るまで 500m とかあるということで、流れが速いと余り意味がないのかも

しれませんが途中で堰といいますか水門といいますかあるいは最終的に海に

至るところでシャットダウンするような何かそういう手立てはないんでしょ

うか。 

 

Ａ：(東電)はい。まずそういった側溝に何かそういったいわゆるダムのような

ものを作るというよりも、保安院さんからの指示もございましたけれども、

現時点ではまずは建屋の点検、それから漏えいがあった場合には建屋の中で

きちんと収まるように漏えいの検知をして、今回 22 時間程度漏えいに気付か

なかったわけでございますので、そういった早期検知と建屋からもらさない

というようなところで現在対応を考えたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：コンクリートにひびが入っているということがあったので伺っているんで

すけども、そのコンクリートのひびの原因は分かったんですか。 

 

Ａ：(東電)いえ、分かってございません。したがいまして点検等を進めてこの

建屋、それから類似の水処理建屋ございますので基礎、堰等のひび割れがな

いかというようなところを点検し、漏えいがあった場合に漏れる可能性があ

りますので早急に修理を行う予定でございます。 

 

Ｑ：堰を内堀外堀じゃないですけど、外側に更にもう一つ作る予定はございま

せんか。 

 

Ａ：(東電)はい。今のところ具体的な検討は出来ておりませんけれども、やは

り環境に放出する可能性があるという場合には二重の防衛策というのは必要

かと思いますので、少しそういったところはすぐには出来ないかもしれませ

んけれども検討していきたいと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 
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○司会 

 質問のある方挙手をお願いします。まずそちらの方。後今日まだ一度目の方

で質問のある方。後ろに二名いらっしゃいます。この列の一番後ろの方、そ

れからこちらの一番左の列の一番後ろの方どうぞ。 

 

○産経新聞 蕎麦谷 

Ｑ：すいません。産経新聞の蕎麦谷といいます。園田政務官にお伺いしたいん

ですけど先ほどの質問と重複する部分もあるんですが、今後の東電の対応を

見た上で冷温停止及びステップ 2 の達成かどうかというのは判断するという

ことだったんですけども、確か前回の工程表改定のときに汚染水の流出防止

というのは達成になってたような気がするんですけどもその辺はどうなって、

どういう解釈をすればよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)前回。 

 

Ｑ：前回の工程表改定のときにちょっと僕も記憶でしかないんですけれども、

達成と不達成で色分けしてたと思うんですけれどもそういう汚染水のところ

は確か達成になってたんじゃないかなというふうな記憶があるんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。前回の汚染水の漏えいについては、あれは遮水壁です

よね。滞留水か、ごめんなさい。滞留水全体の量を減少させるという事でご

ざいますので、そういった意味ではこれについてはきちんと対応はできてい

るというふうに考えております。最終的なですね判断としては、先ほど保安

院からもお話がありましたように、言わばその施設の安全性というか、その

漏れる漏れないというところが先ほどから議論になっておりますけれども。

装置そのもののですね、きちっとした健全性というものを、これを今後評価

をするという形になると思います。 

 

Ｑ：すると、この部分ってのは確認何ですけれど、冷温停止の部分にどっちか

っていうと引っかかってくる話っていう事なんですか。 

 

Ａ：(園田政務官)そうですね。冷温停止の判断の中で、放射性物質の抑制とい

うことですから、当然ながら装置その物のがどういった状形できちっと健全

性が保たれてるのか、というところにかかってくる訳でございます。したが

って、冷温停止っという物を判断する際に、それがそういった中期的な安全

確保策という形で、政府からですねそういった考え方をお示しをさせていた
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だいておりますので、それに対して東京電力がどういう形で対策を講じて行

くのかと、いうところを今回の事案も含めて報告をしていただく必要がある

という事でございます。 

 

Ｑ：すると、いわゆる冷温停止とセットになっている避難区域の解除なんかの

時にですね。住民の方からすれば、要は冷温停止ってのは基本的にはもう、

原子炉がもうある程度コントロールされて安全ですよと、戻ってきて住んで

いただいても結構ですよっていうふうな背景があると思うんですけれども。

今回みたいにもう冷温停止間近なような状況で、またこういう漏出があった

りとかしてしまうとですね、これはその対策で防げるかも知れないけど、ま

た次予期せぬ事が起きるんじゃないかっていう不安は常に付きまとうと思う

んですが、その辺の情報発信とかですね、その辺の考え方っていうのはどう

いうふうに担保されて行くんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。言わば年内を目途にですね、私どもとしてはこの冷温

停止状態、そしてそれが確認できた次第ステップ 2 の終了という形を申し上

げたいというふうに思っておるところでございます。その背景にあるのはご

指摘のようにですね、きちっとこの今の発電所の状況、原子炉の状況がしっ

かりと管理をされるという事が大前提になってまいりますので、今後こうい

った事がないような状況をいかに作って行くのかっという事が、今後問われ

る事になろうというふうに思っております。だからこそ、先ほどから申し上

げておりますけども保安院がですね、しっかりとその辺は確認をしていかな

ければならないというふうに思っておりますので、その辺は厳格にですねチ

ェックをさせていただいていきたいというふうに思っております。その上で、

言わばこの安全性というものが中期的にですねきちんと担保できると、いう

形が取れないとご指摘のようなステップ 2 が終了すると、いう事ができない

訳でございますし、そうなりますとですね、区域の見直しという所も、当然

ながらかかってくる話でございますので、その辺は国民のあるいは住民の皆

さん方に対しても、説明がしっかりと出来るような状況でなければならない

っというふうに思っております。 

 

Ｑ：分りました。ありがとうございました。後、1点。絡みでお伺いしたいんで

すけれども。冷温停止についてはその 16 日にもっていう一部報道が出てると

思うんですけれども。避難区域解除とか、その廃炉への工程表等の日程につ

いて国民の関心高い所だと思うんですけれども。その辺の今考えてる日程等、

スケジュール感あれば教えて頂きたいと思います。 
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Ａ：(園田政務官)はい。今現段階でですね、現時点で固まっている訳ではござ

いません。今後まず冷温停止状態というものを確認をするというところが私

どもに課せられた責任でございますので、それをしっかりとやっていくとい

う事になると思います。そしてそこから、区域の見直しというものになって

いくのではないかというふうに思いますし、また廃炉に向けた中長期的な工

程、これについても年内をめどにというふうに両大臣、細野大臣とそれから

枝野大臣より指示を頂いておりますので、その指示に従って年内を目途にこ

の中長期的なロードマップというものをしっかりと御示をしていくという形

になると思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

 次の方。次の方どうぞ。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけれども。漏水の関係で、保安院にお伺いするんですけれど

も。これまで東電が対応してきた事に対して、保安院としてこれは不十分で

あるという事で、東電に対してこのような対応をするべきであるというふう

に、指摘した事というのは、例えば汚染水の漏えい対策について、言わばど

のような事があったんでしょうかっていうのがまず 1点で。先ほど SPEEDI の

関係で文科省から原子力安全委員会に委ねる事にしたとの連絡があったっと

いう事なんですけれども。具体的にもう少し詳しく説明していただきたいと

いうのと、それからこれについて文科省側はどういう認識をされてるのかと、

そういう連絡をしたのかどうか。連絡したとすれば、その意図は何なのか。

時期とかですね、具体的に両省庁から教えて頂きたいんですけれども。それ

から、各原発の手順書というのは、これは保安院の方で報告を受けるという

事になっていたかと思うんですが、これについての具体的なチェックの方法

をですね、どのような事を保安院としてされてるのか、されてないのか、さ

れようとしているのか。その 3点をお願いします。 

 

Ａ：(保安院)はい。まず保安院からでございますけれども。漏えい防止に関し

て、どういう事をやっていたか。その例という事だろうと思いますけれども。

一つは水処理システムが比較的トラブルが多かったという事もありまして、

保安院では確か 8 月の頭だったと思いますけれども、東京電力に対してトラ
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ブルの一覧とそれから再発防止策というものを整理していくという事を指示

をして、一旦 9 月の初めにまとめております。この考え方は、いわゆるその

品質保証の活動というものを続けていくと、非常に短時間で施設を作ってき

た経緯がございますので、いかにそういったもののその信頼性を上げていく

かという形で、8月の初めには指導した例がございます。それから、特に高濃

度の汚染水の関係で申し上げますと、特に初期の段階で主プロセス建屋に移

送するという際に、保安院としてその漏えいを防止する観点から、特に地下

水の管理、地下水とのその水のレベルの管理が大事だという事で、その点は

保安院として、かなり主体的に東京電力に対して指導してきたというふうに

私は記憶しております。それから、3月 16 日以降の SPEEDI の件ですけども。

今申し上げましたとおりでございまして、それ以上ではございません。SPEEDI

については、原子力安全委員会にて活用する事になったという、そういう旨

の連絡があったという事でございます。それから、各発電所の手順書という

事でございましたけども。保安院で東京電力以外の発電所の手順書を網羅的

に報告を求めてる事実はございません。以上でございます。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。3月 16 日の SPEEDI の活用についてお尋ねですけ

れども、森山さんの方から今お話になったとおりです。今回ご案内のとおり、

SPEEDI の本来の放出源情報を用いて放射線の影響予測をするという、本来の

活用ができない状況に鑑み、SPEEDI についてはその原子力安全委員会の方に

おいて、文科省を通さずに直接原子力安全技術センターの方に SPEEDI の計算

の依頼を行えるように整理したところであります。その旨を文科省から保安

院の方にも、16 日当時伝えたという事であります。 

 

Ｑ：最後の方から聞きますけども。今のお答え保安院と文科省と答えが違うん

ですけど。どうしてずれるんですか。保安院は原子力安全委員会にそのオペ

レーションを委ねるという主旨の事を文科省から聞いたと言われてて。文科

省の方は文科省を通さずに、原子力安全委員会が独自にオペレーションを行

うことが可能になったという事の連絡をしたというだけであって、委ねると

いう連絡をしたということではないというふうに聞こえるんですけれども、

その違いは何ですか。 

 

Ａ：(文科省)すいません、私の言い方がちょっと舌足らずだったかもしれませ

んけれども、安全委員会において活用することになったということを保安院

の方に文科省の方の担当から伝えたというふうに理解しております。その趣

旨といたしましては、文科省を通さずに原子力安全委員会の方で原子力安全
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技術センターに直接計算を依頼することとしたという、そういう背景を持っ

て保安院の方には森山さんがおっしゃったような連絡をしたというふうに今

回は確認したところであります。 

 

Ｑ：それは口頭の連絡なんですか。 

 

Ａ：(文科省)記録は残っておりません。恐らく口頭だというふうに思われます。 

 

Ｑ：誰がやったんですか。誰が連絡をするという指示を出したんですか。 

 

Ａ：(文科省)そこのところは今回確認できませんでしたけれども、文科省の方

の事故対策本部の方の担当から保安院の方の担当に恐らく口頭ですが連絡し

たというふうなところまでしか確認できておりません。 

 

Ｑ：だって連絡をした人に聞けば誰に言われたんですかって聞けば分かるだけ

のことであって、それが分からないってのが分からないんですけど。 

 

Ａ：(文科省)関係省庁の間での放射線モニタリングに関する役割分担の中で、

文科省の中で原子力安全委員会の方にSPEEDIの活用を託すと言いましょうか、

16 日以降に移すという状況を聞いてと言いましょうか、組織の中で情報を共

有されていると思われますので、それを受けて保安院の方に連絡したという

ふうに思われます。 

 

Ｑ：文科省が安全委員会に委ねたんではなくて、安全委員会が独自にできるよ

うになったというだけであって、文科省もできるし保安院もオペレーション

を行うことができたと思うんですけれどもそうじゃないんですか。そういう

認識が省内であったんじゃないんですか。そうじゃなくて文科省と保安院は

そういう趣旨ができなくても、安全委員会しか指示ができないという、そう

いう認識が文科省の中にあったんですか。 

 

Ａ：(文科省)16 日以降も単位放出については引き続き原子力安全委員会からの

指示によらず、原子力安全技術センターの方で計算して関係機関に配信して

いたと、ただ当時の文部科学省の認識といたしましては、文部科学省は政府

の中でモニタリングのデータを取りまとめて公表していくと、そのモニタリ

ング情報等に基づく被ばく線量の評価や安全上の評価については原子力安全

委員会で行うと、そういう役割分担の中において SPEEDI についても SPEEDI
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を実際に線量評価に使うという点は、文科省は行わずに原子力安全委員会の

方で行うという整理をしたというふうに理解しております。 

 

Ｑ：それはどこでやったんですか。具体的には誰がやったんですか。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省と原子力安全委員会の間でそういう話がされたという

ふうに理解しております。 

 

Ｑ：保安院はそこに入ってないんですか。事務局ですよね、対策本部の。 

 

Ａ：(保安院)SPEEDI の運用そのものは文部科学省でやっておられますので、確

かに保安院に事務局が置かれておりますけども、事務局とは ERC と通常呼ん

でおりますけども、これは関係省庁からなっておりまして、保安院という所

に物理的にはございますが、少なくとも ERC のメンバーは 16 日以降、SPEEDI

については原子力安全委員会にて活用することになったという、文部科学省

からの連絡があったので、この際には計算を行うにあたっては安全委員会に

依頼する必要があるというふうに、そのように理解したということで、以前

お話がありましたような原子力安全委員会に実際に計算を依頼した経緯があ

るということでございます。 

 

Ｑ：誤解してたということが分かったのはいつですか。 

 

Ａ：(保安院)少なくともその後しばらくの間は、独自の計算の依頼は行ってお

りません。 

 

Ｑ：これまでもその経緯をもう少しご説明いただきたいということを言ってる

と思うんですけれども、まだ分からないんですか。 

 

Ａ：(保安院)今は分かっているのは、その範囲でございます。 

 

Ｑ：ちょっと無責任だと思いますのでちょっと調べてください。二つ目ですけ

ども、手順書のチェックについてはストレステスト、ヨーロッパのストレス

テストはシビアアクシデントに対する対応についてもストレステストの中で

チェックするということになってると思うんですけれども、この辺のことは

保安院としては把握されてるんですか。 
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Ａ：(保安院)保安院としましてはストレステストでシビアアクシデントが対象

になってることは承知しておりますし、保安院としましてもシビアアクシデ

ントも対象にしてストレステストを実施することといたしております。 

 

Ｑ：そうすると手順書を入手しないとチェックできないですよね。 

 

Ａ：(保安院)一つ一つの手順書のどこまで見るかというのは、その報告を踏ま

えて確認するべき問題だと考えております。 

 

Ｑ：シビアアクシデントについての報告を受けて、それで手順書に代わるもの

としてそういうものを受けると、そういう趣旨ですか。 

 

Ａ：(保安院)シビアアクシデントと言いますか、アクシデントマネージメント

も含めて、シビアアクシデントも含めて報告を受けるということでございま

す。 

 

Ｑ：その報告内容というのは公開されるんですか。 

 

Ａ：(保安院)報告内容は既に公開されております。提出されたものについては

順次公開しております。 

 

Ｑ：その各原発から来ているものについて、提出されたものは既に公表されて

る。 

 

Ａ：(保安院)既に提出されているものについては公表されております。 

 

Ｑ：そうですか。それは保安院のホームページを見れば。 

 

Ａ：(保安院)保安院のホームページで公開されております。 

 

Ｑ：そうですか。分かりました。確認させていただきます。それで最初の質問

なんですけども、原子力保安検査官の業務として、緊急時に発電所のトラブ

ルが生じた場合には、現場確認、原因調査、再発防止対応の確認等というこ

とが内閣府のホームページなんか見ると出てくるんですけれども、これは一

体その法令で言うとどの法令に書いてあるんですか。保安院森山さん。 
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Ａ：(保安院)原子炉等規制法により、保安検査官でございますけども、ちょっ

と確認させてください。 

 

Ｑ：確認していただいた上で、この漏えい対策等を先ほどの対応のご説明だと、

具体的な個々の対応についてここに問題があるとかって指摘は全くされてな

い感じなんですよね。結局アクシデントが度々重なってるからじゃあそうい

うことがないようにするために東電で考えてみなさいと。じゃあ東電で考え

てみましたと。東電で考えたことに対してこの点が不十分であるとかそうい

う具体的な突っ込みというか指摘というのはないみたいなんですけど、保安

院というのは今の業務内容から見るとそういうことを正にするために現場に

いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、その辺ができないという

のはなぜなんですか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけど、まず施設計画のようなものは基本的に

は本院で確認をいたします。保安検査官は基本的には保安検査ということで、

保安規定の遵守状況をまず確認をするということでございますけども、本院

の指示等によりまして当然トラブル等が発生した場合には現場にて確認をす

るという作業がございます。しかしながら基本的にまずは施設が災害防止上

支障がないかどうかというのを見るのは、通常であれば設置許可、工事計画

認可、それから保安規定の認可、こういったところで本院の方でまずは見て

おります。 

 

Ｑ：本院で見ているのはいいんですけど、本院と協力してやるわけじゃないで

すか。本院の人はだって現場に行ってないんだから現場の状況は分からない

わけですよね。例えば連絡事項とかっていうのをトラブル時の発生時におけ

る原子力安全・保安院への連絡というのも、保安検査官の業務内容になって

るんですけれども、そういうことがきちんとされてないんですかね。 

 

Ａ：(保安院)保安検査官からは当然トラブル等が発生しますと、これは福島に

限りませんけども、現場に急行してその状況の確認を行うと。同時に当然電

気事業者からは報告の義務がありますので、その報告を受けて双方で確認を

していくと。その中で保安院の方から適宜指示をしながら更なる対応を取る

というのが通常の流れでございます。 

 

Ｑ：この会見の中でも私だけじゃなく他の方からもいろいろと質問があって、

検査官の人が現場に行かなくても、それぞれの施設に行かなくても、いわゆ
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る遠隔的にですね、モニタリングできるような施設、例えばカメラであると

かそういうものを備えるべきではないかというような質問が何度もこれまで

あったと思うんですけれども、そういうことが今回実現できてなかったって

いうのはどういうことなんですかね。 

 

Ａ：(保安院)その遠隔で見るということは順次実施してきておりますけれども、

今回は約 1 日近くですね、確認できてなかったということもありますので、

そこは従来堰を設けて漏えいを防止するということが必ずしもそれだけでは

十分でなかったということでございますので、そこは対策の強化を図ってい

く必要があるというふうに考えております。 

 

Ｑ：ですから、先ほど七尾さんからも言われましたけれども、将来的に起こり

得ることについての対応っていうか対策っていうのも今後は検討されるって

いうことでいいんですか。具体的な指摘も今後はされていくということでい

いんですか。 

 

Ａ：(保安院)まず東京電力の施設運営計画については保安院からも様々な指摘

をしたり、それから専門家の場で議論してもらって指摘をしたりしてきてお

ります。当然今回施設運営計画というものを作って施設を整備していくわけ

でございますけれども、これからのトラブルの発生がゼロになるということ

は多分ないと考えております。その都度再発防止策を取ってより信頼性を高

めていくということが基本ではないかと考えます。 

 

Ｑ：もちろんゼロにはならないですけど、ゼロにするべく事前に努力をすると

いうことが不十分ではないかというふうに思われるという指摘、質問なんで

すけど。 

 

Ａ：(保安院)したがってその考え方というものをですね、示しながら、そこで

見つかればその都度対応を取っていくということでございます。今回の件に

つきましては先ほど来申し上げておりますようにまだ今、保安院としては確

かに評価中でございますけれども、東京電力から出てきております堰でもっ

て漏えいを防止するということに対しては、そこの部分については必ずしも

十分な指摘はしていなかったという事実はございます。したがいまして、そ

の点については不十分な点があったと思いますけれども、不十分な点も含め

てその都度改善をしていくということが大事ではないかと考えております。 
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Ｑ：ではなくて、今現状が何が問題があるかということをもう一度改めて洗い

出す必要があるんじゃないですかと言っているんですけれども、それはしな

いんですか。 

 

Ａ：(保安院)全体として施設の配置、設置がどうかということを今正に報告を

受けて、さらに報告書を何度か提出して修正をしてもらって、今、専門家の

意見も聞きながら正に評価をしているところでございますので、その評価結

果についてはまた改めてご説明を申し上げます。 

 

○司会 

 それでは、次の方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども。まず園田政務官に。先ほど今回の汚染水の漏

えいに関して、海外等関係機関に通告済みというお話があったんですが、具

体的にどこに通報をされたんでしょうか。それから、保安院の森山さんに。

漏えい防止の報告指示なんですけど、これは期限切ってないというお話なん

ですが、仮の話で申し訳ないんですけれども、例えばですね、15 日とかです

ね、当日に出てくるとか、あるいはその提出がない場合でも 16 日の冷温停止

状態というのはこれは影響ないものなんでしょうかね。可能になるんでしょ

うか。そういう判断になるんでしょうか。それから、東京電力の松本さんに。

今回漏えいの検知器が付いてなかったというお話なんですが、これはなぜ付

けてなかったんでしょうか。堰で防止するというのは分かるのですけれども、

それ以前に堰の所まで出ること自体も問題だと思うんですが、これは例えば

そういう漏えい検知器を付けてしまうと鳴りっぱなしになって稼働できない

とかそういう状況なんでしょうかね。ちょっとその辺を教えていただければ

と思うんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)諸外国に対する通告でございますけれども、ご連絡でござい

ますが、今ちょっと確認をさせていただきます。ここに来る前にですね、外

務省を通じて行ったということは聞いておったところでございますけれども、

具体的にどの国に対して行ったのかというのは、今ちょっと確認をさせてい

ただいて、後でご報告を申し上げます。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけれども。保安院として 16 日に何か決まった

というふうな話はまだ聞いておりません。それから、先ほども申し上げまし
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たように保安院といたしましては東京電力の施設運営計画を評価をしている

という状況にございます。今回の漏えいについてもその対応を再度報告書に

盛り込んで再提出をしてもらう必要があるということで、それを求めており

ます。したがって、保安院といたしましては、その評価を行うということで

ございますので、その評価が行われない限り、行わない限りその冷温停止の

判断には至らないということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっとそこまで、今の件で園田さんにもお伺いしたいん

ですが、政府の方ではこれはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。

先ほどからお話をお伺いしているとあんまり今回の件はもう止まってしまっ

たので済んだことみたいな話になっているみたいなんですけれども。今の保

安院の見解もそういうことではないと思いますし、これはどういう。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。当然先ほど私も申し上げましたように、この対応も含

めて今後評価をするという形を取らせていただいておりますので、当然この

再発防止と安全対策確保というものは徹底的に行っていただく必要がござい

ます。それを待ってからの評価というふうに今、私どもとしては東京電力に

対して指示をさせていただいたということでございます。 

 

Ｑ：一つ確認なんですけれども、この評価というのはどなたがされるんでしょ

うかね。要はですね、通常こういう工程表で何か目標を立ててやる場合は当

然それをやっている事業者本人がきちんとそれができているかというのを判

断するようなものだと思うんですけれども。あともう一つ、保安院がこれを

評価するのか、あるいは一部報道、どちらの新聞か忘れましたが、原災本部

で今回の冷温停止を発表するみたいな報道もありましたけど、今回これはど

このどなたが最終的に責任をもって判断されるんでしょうかね。 

 

Ａ：(園田政務官)まず、一義的な評価は保安院、原子力安全保安院でございま

す。そしてその評価を、言わば原子力災害対策本部において確認をするとい

う手順でございます。 

 

Ｑ：そうすると保安院の評価次第では 16 日というのは延びる可能性もあるとい

うことですかね。 

 

Ａ：(園田政務官)先ほどちょっと来話が出ているのですが、私ども 16 日である

ということを発表をした覚えはございませんので、今正しく東京電力からで
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すね、修正した施設管理についての考え方を提出をしていただいて、そして

それに基づいて原子力安全保安院においてこれをまずきちっと評価をすると

いう形がまずあります。それを経ていかないと当然次のステップには進めな

いという形になるところでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっと森山さんにもう一度確認なんですが。その評価な

んですけれども、例えば報告書が出てからどの位時間が掛かると、先ほど専

門家の方の日程調整するという話がありましたけれども、例えば 1 回の会合

で終わってしまうのか、それとも何回か会合をして評価するのか。その辺は

スケジュールというのはどういう感じなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけれども。施設運営計画は確か 10 月に出され

ておりまして、既に 1 回訂正版が出されております。この間、専門家に現場

を確認していただいたり、あるいは意見聴取会ということで開催しておりま

す。全体的な評価をしておりますので、再度今回の件も含めて、あるいはこ

れまで問題になっておりました水素対策も含めて、今、改定版というものを

準備していただいているということでございます。 

 

Ｑ：ですので今まで 10 月に出てきたものに関して 11 月の 9 日に 1 回再提出も

ありましたけれども、要するにそういったものを時間掛けてここまで評価さ

れているわけだと思うんですが、その流れの中で追加の水素の部分、それか

ら今回の漏えいの部分出てくる報告が新たに追加されると思うんですけれど

も、これが追加された場合にまたその 1か月位かかるものなのか、それとも 1

回の会合で終わってしまうものなのか。その辺はどういう感じになるんでし

ょうか。 

 

Ａ：(保安院)例えば水素の問題にしましても保安院もこれまでずっと内容の確

認、状況の把握ということを行ってきておりますので、全く東京電力から修

正版が出されたことも初めて見るというわけではないというふうに考えてお

ります。したがって当然、評価をしなきゃいけませんけども、専門家にも何

度か見ていただいておりますので、再度開くことは考えておりますけれども、

さらにそれが追加的に開く必要があるかどうかは、その時のご意見を踏まえ

て考えたいと思います。 

 

Ｑ：最短 1 回で終わらせてしまうこともあるという、可能性としてはあるとい

うことですか。 
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Ａ：(保安院)そのような可能性もあると思います。 

 

Ｑ：分かりました。松本さんお願いできますか。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、ニコニコ動画の七尾さんのご質問にお答

えさせていただきますが、RO 膜によります淡水化装置と、蒸発濃縮式の淡水

化装置に関しましては、漏えい検知器はございませんが、いわゆるセシウム

吸着装置のキュリオン、サリー、それからアレバの除染装置に関しましては

床面に水を検知する漏えい検知器がございます。したがいまして、中に溜っ

ております高濃度汚染水の清浄によりまして、漏えい検知器を付けていると

いう状況でございます。RO 膜、それから蒸発濃縮式の淡水化装置に関しまし

ては、濃度そのものが十万分の一程度までセシウムが低減できておりますの

で、堰で一旦受けることで十分であろうというふうに判断していったという

ふうに考えております。 

 

Ｑ：以前というか、ずっと何度も聞いているように思うんですが、要するにそ

ういう、その考え方の中ではストロンチウムであるとか、ベータ核種、アル

ファ核種の取れてるか取れていないか分からなわけで、ベータ核種は取れて

ないわけですけれども、取ってないので。これに関しては、取りあえず問題

は、漏れても取りあえず問題はないし、その後の修繕作業にも被ばく等を、

作業員の被ばく等を含めても、そんなに大きな問題はないということなんで

しょうか、付けてないというのは。 

 

Ａ：(東電)いえ、違います。漏れた場合に、いわゆる堰の中に留まっておれば

環境への影響はございませんので、この段階では作業上のいわゆるベータ線

の被ばくに関しまして、適切な防護措置を取る必要がございます。直接、水

に触れないようにするですとか、作業の場合に手を突っ込むような場合では

手の先に専用の線量計を付けるというような場合がございます。ただ今回の

ように、堰から系外に環境の方へ漏えいするというような場合については、

当然ストロンチウムも核種としては問題になりますので、そういった防護対

策を今後、取る必要があろうかと思っております。したがいまして、現在保

安院さんの方からご指示が出ておりますけれども、堰にひび割れ等の漏えい

するリスクがあるところがないかというようなところと、こういった現在床

漏えい等が付いていない設備についても、漏えい検知をするようにというの

が、今後の再発防止対策の基本的な考え方になります。 
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Ｑ：今回、漏れたその蒸発濃縮の堰の中なんですけれども、これまでもずっと

水が溜った状態だったんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)いえ、違います。運転中は乾いた状態にございます。 

 

Ｑ：今回、水が漏れて外に出てきたわけですけれども、そうすると堰の中が水

で濡れてたというのは、今回が初めてなんでしょか。 

 

Ａ：(東電)確か、蒸発濃縮装置の試運転か何かの段階で、淡水が漏れたことが

あったかと思いますけれども、その辺はちょっと確認する必要がございます

が、量として今回が 45 トン程度溜っておりますのが最大ということになりま

す。 

 

Ｑ：要するに、なぜその発見が 1 日遅れたかというのを考えると、例えばずっ

とその堰の中に水が溜った状態であったのであれば、当然、外に漏れるまで

漏れてるんだかどうか分からないわけで、その辺というのは確認はされてな

いんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、1 日 1 回 12 時前後にパトロールすることになっておりますの

で、運転員がパトロールすることで見つけられるというふうに思っておりま

す。それで今回は、一昨日の 2時半過ぎに 3A の蒸発濃縮式の淡水化装置を起

動しましたが、その際には漏えいは確認されておりません。その後、いつの

時点からか漏えいが始まりまして、昨日の 12 時 30 分過ぎに漏えいを確認し

たという状況でございます。 

 

Ｑ：この漏えいの確認というのは、堰から外の漏えいですか、それとも堰の中

の漏えいですか。 

 

Ａ：(東電)堰の中の漏えいです。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 質問のある方、挙手をお願いします。まずそちらの方。あとまだ今日、指名

を受けてない方で質問のある方いらっしゃいますか。なければ二度目の方も
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お受けします。じゃあそちらの方、それではどうぞ。 

 

○月刊紙のファクタ 宮嶋 

Ｑ：月刊紙のファクタの宮嶋ですが。先週末の東電の社内事故調の中間報告が

出ましたが、政府の事故調、あるいは国会の事故調を含めて、その前になか

なかの労作がでてきたと思うんですけど、これには東電は法令を順守してき

たし、マネジメントについてはですね、国と一体としてやってきたというこ

とが強調されているんですけど、原災本部の政務官であられる園田さんはで

すね、この後最終取りまとめを行うそうですけど、この東電の努力というか

ですね、この報告書について、どのような感想というか、受け止めをもって

おられるのかを伺いたいと。この報告書を読みますと改めて、とにかく吉田

さんという方がベントであれですね、海水注入であれ、第一級の証人である

ということは、社内の調査でも明らかになってるんですけど、原災本部とし

て、今、入院されてる吉田さんというのが、やはり第一級の証人であるとい

うご認識をお持ちであるのかということを伺いたい。それから前段の中間報

告については、森山さんに伺いたいんですが、もちろんこの中には保安院に

関わることも出ているし、東電は原因者であり、保安院は監督官庁なわけで

すから、その事実関係については事前にすり合わせ、ある程度の紹介をして

確認を取ったと。評価に関わることは別として、ここに書いてある事実につ

いては、ある程度保安院として了解したものであるというふうに見ていいの

か。その辺を伺いたいんですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)まず私から。この東京電力が発出いたしました、この事故調

査委員会の内容についてでございますけれども、感想というふうに言われま

すとちょっと、私の言わば評価が入ってしまう可能性がありますので、言わ

ばこの事故調査に関しては、今、政府の第三者委員会のところで、しっかり

とやっていただいてるということでございますので、その結果については、

それをしっかりと踏まえるといったところで、それに対して私どもがどう対

処するのかというところが出てくるのかなというふうに思います。その前提

を申し上げた上で、東京電力に関しましては、自らそういった形で何が起こ

っていたのかというところを、しっかりと国民の皆さん方に対しても明らか

にしていくという姿勢そのものは、私は評価出来るんではないかというふう

に思っております。今後も最終取りまとめということでございますので、国

会ないし政府の事故調に対しましても、同じようなスタンスでしっかりと望

んでもらいたいというふうに思っている次第でございます。2点目の場合、そ

の中で吉田所長の果している役割でございますけれども、当然ながら事故当
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初より現場の最前線でおられた方でございますので、その内部の様々なやり

とりも含めて一番分かっていらっしゃる方ではないかというふうに考えてい

るところでございます。したがって今、ご病気で加療中でございますので、

早くそのことに対しては治療に専念をしていただいて、また現場に復帰して

いただくなり、何らかの形でご貢献をいただければというふうに思っており

ますし、またこの事故調査委員会も含めて、そういった内容をしっかりと東

京電力という形の中で、私どもに対しても明らかにしていただければという

ふうに考えているところでございます。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、東京電力の中間報告でございますけ

ども、これは保安院に提出されたものではございませんので、保安院として

事前にチェックをしたり、すり合わせをした事実はございません。なお東京

電力では、既に 9 月に法律に基づく事故報告の中間報告がなされておりまし

て、その後新しい知見なり、新たな事実が確認された場合には、この法律に

基づく報告というものを出していただきたいということを申し上げておりま

す。 

 

Ｑ：報告書の中には、例えば 21 ページに保安院の検査官というのは、12 日の朝

に全員オフサイトセンターに逃げたと、13 日に一旦戻ったけど 14 日から 22

日までは福島第一原発にはいなかったと明記してあるわけなんですけど、こ

れはもちろん公表されているわけですけど事実ですよね。例えばですね、そ

ういう事実については当然役所の常識としまして一応すり合わせをしている

というふうに思うんですけど違うんでしょうかね。 

 

Ａ：(保安院)保安院として事前に報告書をすり合わせたことはございません。

ただ東京電力のこの報告書の特に前半と言いますか、別冊は別ですけども、

第三者委員会ですか、東京電力でかけられている部分につきましては、基本

的にはこれまでに公表されてる内容が大部分であったというふうに保安院と

しては認識しております。 

 

Ｑ：私はなぜかこの席で吉田さんが第一級の証人であるということを申し上げ

ましたけど、現場で頑張った吉田さんは逆に言うと気の毒だと思っているわ

けで、本来監督官庁である検査員の方が現場に 1 人もいなくなったというこ

とについて、本当は東京電力と同じぐらいの目線で内部の調査を行って、な

ぜそういうことになったかを含めまして、果たしてこの重大事故で経産省及

び保安院がどれだけの役割を果たしたのかということを説明すべきだと私は
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思ってまして、先ほど園田さんがおっしゃったように、東京電力は労作です

よ、これだけまとめたわけですけど。しかし検査員からそのような国民に対

する説明というのがない、そのことは実は霞ヶ関の他省庁もおかしいと思っ

ていると私は思うんです。多分お答えいただけないと思うんですけど、園田

さんはその点どういうふうに思いますかね。 

 

Ａ：(園田政務官)私ども政府の中では今までもそうでありますけれども、情報

というものは徹底的に開示をしていくというような姿勢で臨ませてはいただ

いております。しかしながら宮嶋さんご指摘のように私ども政府がそういっ

たところを全面に出すというところよりは、それではなかなか情報というも

のの客観性というものが評価できないんではないかという議論があったよう

でございます。ちょっとその場に私いたわけではありません。したがってじ

ゃあ政府としてどういう形で国民の皆さん方に対して説明責任というものを

果たしていくかというふうな時の判断として、第三者委員会を設置をさせて

いただいて、そこを通じて事情と言いますか、事象を明らかにして行くとい

うことで行こうではないかという判断のもと、今その事故調が設置をされて、

年内を目途にその公表、中間まとめですかね。年内においてはやはり政府と

しても第三者委員会を通じて、目途に発表をしていくという姿勢を取らせて

いただいているということでございます。 

 

Ｑ：経産省が自らこの事故を検証して、東電の方に何がしかの報告をする、国

民に対して説明する義務というのはないんでしょうかね。 

 

Ａ：(園田政務官)ご指摘のように義務というものは私が負っているというふう

に思います。その義務をどういう形で果たすかということの議論の中で、当

の保安院はこういったホームページを通じてニュースリリースという形で、

どういう形があったということはまず一義的には保安院からお伝えをさせて

いただいていると。そのほかの細かい部分に関してのどういったやり取りが

あったのかについては、そのことは事故調を通じて明確にしていこうという

ことが、経済産業省内あるいはそれも含めた政府の中で議論があった上で、

事故調査委員会を通じてと、公正な第三者委員会がきちっと調査をするとい

うことを持って、その情報の信頼性というものを確保していこうという、そ

ういう議論であったということはご理解をいただきたいと思います。何も保

安院が隠しているということではなくて、当事者である保安院を通じてきち

っと政府として責任を持った信頼たるそういう情報を、第三者委員会たる事

故調が公表をするということをもって担保をさせていただきたいということ
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でございました。 

 

○司会 

 それでは次の方。 

 

○読売新聞 三井 

Ｑ：読売新聞の三井といいますが、松本さんに 1 点と森山さんに 1 点教えて欲

しいんですけれども、松本さんには先ほど排水路の流速が毎分 300L とおっし

ゃられたかと思うんですけども、かなり思ってた以上に水が流れているよう

に思うんですが、そうしますと 3 時半に取水が終わってサンプリングが 5 時

過ぎとなりますと、もし流れていたとしても流れつくされていて、5時の水に

は痕跡が残ってないようにも思うんですが、その点はどう評価されるのかと

いう点が 1 点と、あとこれは基本的なことなんですけど、蒸発濃縮装置と RO

膜を経た後の循環注水に回っていく水というのは、ベータ核種は同じレベル

で入っているのか、あるいは塩分と一緒に採れるものなのか教えてもらえま

すでしょうか。森山さんには先ほど東電に対する指示で原因究明、安全策な

どの 3 点の指示を今日中に文書で出すとおっしゃられてたんですが、これは

既に口頭でも出したのかどうかということと、あと施設運営計画をそういっ

た今回の事象も踏まえて訂正して踏まえて出すようにということもあったと

思うんですが、それはまた別個の指示になるのかということと、それはいつ

指示をされたのかということを教えてもらえますでしょうか。 

 

Ａ：(東電)まず排水路の流速でございますが、流量としては 300L 毎分でござい

ますので、少し多いようでございますが、こちらはやはりサンプリングした

水を測って結果が出てみないことには少しこれで何か分かるのかというとこ

ろについては評価は難しいと思っております。いわゆる側溝から流れ出るの

にも少し時間が掛かるというふうに思っておりますので、そういったところ

が残っていれば影響はあるものというふうに思っております。それから濃度

でございますが、いわゆる蒸発濃縮装置をとおりますといわゆる濃縮廃液と

いうものと、いわゆる蒸留水というものに分かれますけれども、炉側に回る

蒸留水の方は、いわゆる全ベータの核種の量といたしましては、10 月 4 日の

サンプリング結果になりますけれども、2.2×10 の 1 乗 Bq/cm３が全ベータの

核種でございますので、10 の 5 乗で入ってきますけれども、水と言いますか

蒸発して基層の方に移行する量は少ないものというふうに考えています。も

ちろん濃縮廃液の方に溜まる方は全ベータの核種としては10の5乗レベルが

ございますので、こちらの方にほとんど残っているというふうに理解してお
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ります。 

 

Ｑ：RO の方は。 

 

Ａ：(東電)RO の方は同じく淡水化装置の出口の方で 10 の 2 乗 Bq/cm３というの

が RO 膜から出るいわゆる淡水側の水でございます。したがいまして、ストロ

ンチウムに関しましては、RO に関しましても 3桁程度は通っていかないとい

うようなレベルになります。 

 

Ｑ：そうしますと循環注水冷却のよく言及される 4km のパイプから最近もちょ

っと水漏れがあったようですけど、今後水漏れが懸念されるかと思いますが、

あの辺から直接地面に落ちていく水というのはそれほどの汚染度ではないと

いう理解なんですか。 

 

Ａ：(東電)はい。いわゆる漏えいした場所を測りましても、バックグラウンド

が高いせいもございまして、ほぼバックグラウンドを押し上げるような線量

にはなっておりません。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、東京電力に対する指示文書でござい

ますが、今こちらに向かっているという連絡がありましたので、多分実際の

施行はしていると思いますけども、また時間がまいりましたら確認してご説

明も申し上げます。それから施設運営計画の件でございますけども、これは

昨日口頭で施設運営計画についても今回の事象を反映するようにということ

は伝えてあるというふうに承知しております。 

 

Ｑ：時間は詳細に分からないけど、分からないにしても指示文書は渡したとい

うことなんですか。 

 

Ａ：(保安院)こちらに今向かっているというふうに、配布用の書類を持って来

ているということですので、ちょっとそこはまだ確認出来ておりませんけれ

ども、渡したか、そろそろ渡す頃かだと思います。ちょっとそこは間もなく

まいりますので、そこで改めて確認したことをご説明申し上げます。 

 

Ｑ：冷温停止を判断するにおける施設の安全確保の状況を評価するには、施設

運営計画に盛り込まれている再発防止対策などを評価してということでよろ

しいですか。 
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Ａ：(保安院)再発防止対策と言いますか、この漏えい防止対策ということで、

施設運営計画に何らかの反映がなされる必要はあると考えております。 

 

Ｑ：反映されたものを評価して判断するということなんですか。 

 

Ａ：(保安院)そうなります。反映されたものを改めて評価をして、この部分だ

けではございませんけれども、全体として評価書を整理してございますので、

その中でちゃんと評価をしていきたいと考えております。 

 

Ｑ：前段でおっしゃった指示文書の方も冷温停止状態の判断には必要なんでし

ょうか。施設運営計画の方だけでよろしいんですか。 

 

Ａ：(保安院)当然、共通する部分は多々ございますので、したがって指示文書

の中で、当然施設運営計画、施設に反映すべきもの、これはしっかり反映し

ていただくということになります。ただし、例えば今回の漏えいに伴う放射

性物質による影響評価、これは必ずしも施設運営計画ではございませんので、

それはそれで別途きちんと評価する必要はあるかと考えております。 

 

Ｑ：施設にかかわる部分については、冷温停止状態等の判断に評価対象となる

ということなんですか。 

 

Ａ：(保安院)そうなります。施設に関する、その施設の運営に関するものは、

冷温停止状態の判断に必要になります。 

 

Ｑ：はい、ありがとうございました。 

 

○司会 

 はい。それでは。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグの小嶋です。よろしくお願いします。東京電力松本さんに。先

ほどの木野さんとの質疑の中で、以前淡水が漏れたということがあったとい

うことなんですけれども、これに関しまして、この当時対策をされたのか。

対策をしなかったために今回水漏れが起きたのかということをお聞きしたい

です。もう 1点、文科省の伊藤さん。今回、食品の学校給食の 40Bq 以下の目
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安の件なんですけれども。結局中川大臣と森副大臣の中でちょっと言い方が、

機種選定の目安なのか、結局給食食材の目安なのかというところのちょっと

差があるので、結局この 40Bq という目安は食品安全委員会の結局 5分の 1に

なるだろうというところなのか、それとも測る測定機種の予算の関係とかそ

ういった部分から来ているのかということを教えてください。以上です。2

点です。 

 

Ａ：(東電)蒸発濃縮装置の漏えいに関しましては、少しおぼろげな記憶でござ

いますので、事実関係を確認させていただければと思います。 

 

Ｑ：お願いします。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。学校給食に関連して、３次補正予算で 17 都県に

食材の放射能濃度を測定する機器の購入を予定しております。それの関連で

17 都県に出した事務連絡の中において、今ご質問にあった 40Bq という数値が

出てくるわけなんですが、その通知によりますと、機種選定にあたっての検

出限界として 40Bq/kg が測れるような装置を選定することということが書か

れております。記者会見で大臣と副大臣と記者さんとの間でのやり取りで、

いろいろと誤解を生むような話があったというふうに伺っております。その

辺、国民に分かりやすく、正確に文科省としての考え方が伝わるよう、今後

考えて行きたいというふうに考えております。いずれにしても、40Bq という

のは、食材とかの基準ではありませんで、機種選定の際の検出下限値として

お示ししているものだということであります。 

 

Ｑ：結局、機種選定のために食品安全委員会の目安を参考にしたということが

結論というか、そういう形ですか。 

 

Ａ：(文科省)食品安全委員会の方の検討は、現在その委員会の指摘を受けて厚

生労働省の方の審議会で検討されているというふうに聞いておりますけれど

も、そこのところで 5分の 1に下げるというようなところの議論がなされてい

ると。したがって、これはもちろん確定したのでもなんでもないわけなんでご

ざいますが、機種選定するにあたってはそういった仮にそのような低い値が決

まったとしても測れるようにと、そういう配慮からその 5分の 1というのを事

務連絡において言及したところであります。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。この点に関して、以前こうした基
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準が改定されるということで、厚労省の方にしかるべきタイミングで、この

共同会見に来ていただくということをお願いしたと思うんですけれども、そ

の点に関して何か進行とかありましたら教えていただきたいんですけれども、

園田政務官いかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)すいません。それ私からどういう形で指示したかは、詳細に

覚えておりませんので、どういう形で出来るかですね、ちょっと厚生労働省

に対しても聞いてみたいと思いますんで。 

 

Ｑ：12 月の中旬とかに、何か基準が出るということなので、そのタイミングで

お願いできればと思います。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)厚生労働省でよろしいですか。食品安全委員会ではなくて。 

 

Ｑ：どうかな。どっちが望ましい。 

 

Ａ：(園田政務官)じゃあ、厚労省という線で調整してみたいと思います。 

 

Ｑ：すいません。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっとすいません。先ほどですね、木野さんからご紹介の

あった件でございますが、外務省からですね、今回の漏えい事象については

在京の大使館全てにおいて、外務省を通じて連絡をしたそうです。確認が取

れました。 

 

○司会 

 ここで本日の作業状況について東京電力から説明します。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

 

Ａ：(東電)本日の作業の実績等についてご報告させていただきます。原子炉へ

の注水でございますが、現在 1号機は 4m３/h、2 号機は給水系から 3m３/h、

炉心スプレイ系から 4.3m３/h で注水中です。3 号機は給水系から 2、炉心ス

プレイ系から 6.0 という状況でございます。なお、本日 1 号機は 17 時 45 分

に給水系からの注水量を 4.0 から 4.5 に上げております。それから、3号機も

17 時 47 分に給水系からの注水量を 2.0 から 2.2 に調整をいたしております。
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続きまして、窒素ガスの格納容器内への注入でございますが、格納容器の圧

力といたしまして17時現在1号機は118.1kPa、2号機113kPa、3号機101.6kPa

でございます。17 時現在の 2号機格納容器ガス管理システム出口での水素濃

度は 0.5％です。使用済燃料プールの循環冷却の状況です。17 時現在 1 号機

のプール水温は 16.5℃、2号機 21.2℃、3号機 17.7℃、4号機 26℃でござい

ます。タービン建屋の溜まり水の移送の状況です。現在 2 号機から雑固体廃

棄物減容処理建屋に移送しております。3号機の移送は本日 10 時 31 分に停止

中でございます。それから、6号機のタービン建屋の溜まり水に関しましては、

屋外の仮設タンクへ明日の 16 時までの予定で実施いたします。その他、明日

の予定になりますけれども、3号機の復水貯蔵タンクの水を以前行いましたけ

れども、3号機のタービン建屋地下へ移送を行います。建屋の水位の状況です。

プロセス主建屋の水位は 16 時現在 3,654 ミリ、午前 7 時と比べますと 20 ミ

リの低下、雑固体廃棄物減容処理建屋は初期値からの増加量で申しますと

2,175 ミリ、午前 7 時と比べますと 22 ミリの低下、サイトバンカ建屋は OP

で 4,328 ミリで、午前 7 時と比べますと 3 ミリ上昇になります。トレンチの

水位です。16 時現在 1号機はダウンスケール中、2号機は 2,898 ミリ、3号機

3,173 ミリです。午前 7時と比べますと、2号機は 8ミリ低下、3号機は変化

なしです。タービン建屋の水位です。16 時現在 1 号機は 3,544 ミリ。2 号機

2,915 ミリ。3号機 2,926 ミリ。4号機 2,940 ミリです。午前 7時と比べます

と、1 号機は 14 ミリ上昇。2 号機 8 ミリ低下。3 号機 13 ミリ上昇。4 号機 7

ミリ低下です。原子炉建屋地下一階の水位です。16 時現在 1号機は 4,102 ミ

リ。2号機 3,039 ミリ。3号機 3,140 ミリ。4号機 2,944 ミリです。午前 7時

と比べますと、1号機は 4ミリ低下。2号機 6ミリ低下、3号機 9ミリ上昇、4

号機 22 ミリ低下です。続きまして、作業の状況です。循環型海水浄化装置に

関しましては、9 時 54 分に運転を再開いたしました。それから、5 号機の取

水路の清掃作業でございますが、予定どおり作業終了いたしまして、原子炉

側は 17 時 36 分から冷却を再開いたしております。温度上昇は 12.9℃でござ

いました。使用済燃料プールの冷却は 17 時 55 分に冷却を再開いたしており

ます。温度上昇は 0.6℃でございます。なお、5 号機の取水路の清掃作業は、

本日で一応終了いたしましたけれども、明日再度、水中カメラで清掃状況を

確認いたしますので、再度冷却の方をそれぞれ停止いたします。それから、

原子炉建屋のサンプリングですけれども、本日 10 時 35 分から 12 時 05 分に

かけまして、3号機原子炉建屋のダストサンプリングは予定どおり終了いたし

ております。明日は 2 号機の原子炉建屋のダストサンプリング、それから格

納容器ガス管理システムでのサンプリングを予定いたしております。それか

ら、その他の作業でございますが、本日 15 時 44 分から 16 時 48 分にかけま
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して、高台に設置しております原子炉の注水ポンプの軸受部の油に、結露と

思われる水が混入しておりましたのを、12 月 4 日、昨日確認いたしましたの

で、常用の原子炉注水ポンプのうち、2台を停止して油の交換を実施いたして

おります。なお、待機号機がございますので、注水そのものは継続しており

ます。現在は、その交換作業は既に終わっております。それから、水処理装

置の運転の状況でございますが、蒸発濃縮式の淡水化装置につきましては停

止中でございます。RO 膜によります淡水化装置は 3系列目を使って運転を行

っております。本日 12 時の時点での淡水精製量ですけれども、累積値で

76,620 トンとなっております。ベッセルの交換の予定でございますが、本日

交換はキュリオン、サリー側ともございませんでした。それから、明日の予

定でございますが、ベッセル 2 塔、Ｈベェッセルの 2 塔を交換いたしますこ

とと、もう一つは先週お伝えさせていただいた、AGH のヴェッセルを、KH ベ

ッセルに交換する予定です。それからサリーのベッセルの交換の予定は、明

日の予定はございません。プラント側は以上でございます。 

 

 

○司会 

 質疑を続けます。二度目以降の方も含めて、ご質問をお受けします。質問の

ある方、挙手をお願いします。こちらの、左の列、一番後ろの方。どうぞ。 

 

＜質疑継続＞ 

○フリー 木野 

Ｑ：はい、フリーの木野ですけれども。まず、一つ保安院の森山さんに。ちょ

っと以前からお伺いしてたんですが、3月 12 日の午後 2時の中村審議官の会

見で、発電所の周辺か、あるいは１号機の周辺で、セシウムやヨウ素が出た

という話があったんですが、これは場所は１号機の周辺なのか、発電所の周

辺なのか。あるいは一部報道では放医研が見つけたという話もあったんです

が、確認できましたでしょうか。それから、東京電力の松本さんに。12 日の

ベント作業での被ばくの 4 人の方の線量を、以前教えていただいたんですけ

れども、これは線量は当日 1 日のものだったのか、それともベント作業だけ

だったのかというのは、確認できましたでしょうか。教えてください。それ

から、もう 1 点。東京電力松本さんに。これもちょっと以前お伺いしてたん

ですが、大津波警報が出た後に、３mの予報が、午後 3時 14 分に 6m になった

際に、追加の何か避難指示であるとか、作業指示というのは何か出されてい

たでしょうか。これは確認できたでしょうか。お願いします。それからもう 1

点、松本さんに。先ほどの漏れた水なんですけど、昨日ベータ線量が 110 ミ
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リという話があったと思ったんですが、これは 110 ミリはどの辺で測ったも

のでしょうか。というのを、以上お願いします。 

 

Ａ：(保安院)はい。まず保安院でございますけども、確か前回ご説明したと思

いますけども、3月 12 日にセシウム、ヨウ素の検出についての認識ですが、

県の、福島県が実施したモニタリング結果で確認されております。その件は

既にホームページ上、公表しております。 

 

Ｑ：そうすると、発電所の中ではないということでよろしいですかね。当日の

報道を見ると、1号機の周辺で検出されたという速報が流れていたりしたんで

すが。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけど、確かヨウ素は検出されてることは、確

か報告あったように記憶しておりますけども。 

 

Ｑ：それは発電所の中。 

 

Ａ：(保安院)発電所の中で検出されていたと思います。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、ベント作業に従事した者の被ばく線量に

関しましては、以前 4 人分のお伝えをさせていただきました。これは 12 日、

当日の被ばく線量でございます。報告書と言いますか、時系列のところに 25 

mSv というふうな記載がございますが、こちらはベント作業に行った、ベント

と言いますか、ベント作業に行った際の作業時の被ばく線量でございます。

それから、６mの警報が出た際の対応については、現在確認中です。それから、

ベータ線の 110 mSv/h に関しましては、堰から漏れた水が側溝に落ちていく

所の水の表面の線量を測ったものです。 

 

Ｑ：ありがとうございます。まずその 12 日の件なんですけれども、当日保安院

の方から先ほど、報告が106ミリの１人しかなかったということなんですが、

これの先にも相当被ばくの量が多くて、他にその当日、例えば顔面の汚染で

あるとか、あの当時僅かな、僅かなと言うとちょっと語弊がありますけれど

も、割りに細かいものまで政府の方に報告していたと思うんですけれども、

初日の 3 人に関して報告されなかったというのは、何か理由あるのでしょう
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か。 

 

Ａ：(東電)いえ、特にございません。4人の中の最高の被ばく線量の者を、保安

院さんの方に報告させていただいております。当日の被ばく線量といたしま

しては、以前お伝えさせていただいたように、一番小さい者で 62.19 という

ような状況でございました。 

 

Ｑ：当時は報告する、しないというのは、これは東京電力側で判断して報告を

していたんでしょうか。状況としては。 

 

Ａ：(東電)はい。いわゆる被ばく線量に関しましては、特に何か保安院さんに

取り決めがあるというものではございませんので、今回、その都度高線量被

ばくがあった者に関しまして、今回はベント作業で非常に注目されたもので

ございますから、最高の被ばく線量を報告したものになります。 

 

Ｑ：いや、その注目されていたベント作業の中で、なぜ最高のものだけで残り

の 3 人の方が報告されていないのかが、注目されていたのであれば、余計に

報告があって然るべきではないかなとも思うんですが。 

 

Ａ：(東電) その辺りはどちらかと言いますと、最高の被ばく線量が一番影響

が大きいと思いましたので、その報告をさせていただきました。 

 

Ｑ：分かりました。保安院の認識としては、これは特に問題はないということ

ですかね。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、まず法令の基準を超えるような場合

には、これは当然報告されますので、当時まだ 100 mSv ということでござい

ますので、これについて報告されたのは、それは当然のことだというふうに

考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。それから津波の件は、これはまた確認中というこ

となんですが、大分時間が掛かりそうな状況でしょうかね。 

 

Ａ：(東電)はい。正確に聞き取った上で事実として認定する必要がございます

ので、少し時間が掛かろうかと思っております。 
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Ｑ：先日の中間報告の際にも、６mの警報に関しては、そもそも検証委員会にも

伝えていなかったようなんですけれども、これは伝える必要がなかったのか、

それとも特に動きがなかったのでそのまま３m ということでいったのかとい

うのは、何か理由というのはあるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。それも確認させていただきたいと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございました。後ですね、そのベータ線の 110 ミリなんですけ

れども、ちょっとその関連というかですね。先ほどその警報が出なかったと

お話があったのですが、基本的に蒸留の前であれば、漏れた場合は空焚き等

があるので警報が出るかと思うんですけども。でなかったというと、蒸留の

後の可能性というのが高い感じになるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。まだ漏えい箇所が突き止められておりませんので、漏えい箇

所を突き止めた後、評価していきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：それから、ベータ線量が 110 ミリというのはこれは評価されていたんでし

たっけ。ある程度このぐらいになるという推定の Bｑ数みたいなのが。 

 

Ａ：(東電)はい。こちらは以前から 10 の 5 乗 Bq/cm3 というベータ核種がある

という事は知っておりましたので、当然、直接水に触れるというような場合

には、必要な防護対策は必要な設備であるという事は認識しております。 

 

Ｑ：そうすると 110 ミリのベータ線量というのは、この濃縮塩水と淡水に分か

れた後の、濃縮側の割に濃い側が出ていたというような感じ何でしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。そうですけれども。一つ補足させていただきますと、容器の

中に入っている限りはベータ線でございますので、いわゆるアルミ箔一枚で

も十分遮蔽が効くものでございますから、水に直接触れるようなものでなけ

れば、被ばく管理上は適切な防護措置さえ届ければ、問題ないものでござい

ます。 

 

Ｑ：いや、今回漏れたその全量というのが、要するにこの濃い側が全部出てき

たという、そういう事になるんしょうかね。 

 

Ａ：(東電)はい。堰の中に溜まっております核種も調べておりますけれども、
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現在セシウムの 134 と 137 が、堰の内側の水は 10 の 1 乗 Bq/ cm3 という形で

見つかっておりますので、その分見つかっております過去の水質と同程度の

ベータ核種があろうかと思っております。また直接水の表面線量で、110mSv/h

でございますのでベータ核種が相当量あると思っております。 

 

Ｑ：分りました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 質問のある方、挙手をお願いいたします。ここの列の一番後ろの方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけども。先ほどの SPEEDI に関する件なんですけれども。先

ほど文科省と安全委員会との間で文科省を通さずに、安全委員会に委ねるこ

とにした云々の協議を行われたんだという事を言われたんですが、安全委員

会側としてはその協議の内容、あるいは協議に出た方等についてどのような

認識があるのかという事がまず 1 点です。それから、現地の説明会で地元住

民への説明内容について、前に園田さんの方から一つご開示を頂いて、この

結果ちょっとこれ誤解を呼ぶのではないかなと思うような部分がある点の指

摘をさせていただいたりもして、開示をしていただいた事がとても役に立っ

たのかなというふうには思ってるんですけれども。他の所に配られた物につ

いての、公開というのはその後どうなってるのかなっという事と、福島県が

民間貸住宅の借り上げ制度について、他県に対して打ち切りを要請したとい

う事が先月の末に報道されたんですけれども。それに対して、昨日福島県知

事に対してフーイズジャパンとか、福島の子どもたちを守る法律家ネットワ

ークとか、子ども達を放射能から守る福島ネットワークとか、幾つかの団体

から抗議が福島県知事に対してされてて、これまでいろんな事情で避難出来

なかったんだけれども、自主的に避難を行いたい、ちょうど年度の変わり目

で行おうと。つまり 3 月末にですね、来年 3 月末とか、避難を行いたいと思

ってる方もいたりするという事なんですが、そういう方の声っていうのがこ

ういって沸々と上がってきてる中で、福島県知事がそういう事他県に対して

要求しているという事については、園田さんとしては何か福島県に対して要

望されるとかそういうような事はされないのかなーという、その 3点です。 

 

Ａ：(原安委)はい。原子力安全委員会ですけども。3月 16 日の時点では、SPEEDI

をどうするかについては、文科省とは一切協議はございませんでした。文科

省から一方的に通告があったのみであります。担当者レベルで電話での連絡
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があっただけであります。 

 

Ｑ：その連絡の内容というのをすいませんもう 1回、ご説明下さい。 

 

Ａ：(原安委)はい。SPEEDI の運用は文科省では行わず、安全委員会がモニタリ

ング評価などに向けて、SPEEDI の運用を行うこととなったため、安全委員会

で効率的に SPEEDI を使えるように、オペレーターを安全委員会に派遣します

ということでした。 

 

Ｑ：文科省の方はそれでよろしいですか。そういう、協議をしないで一方的に

通告をしたという事でよろしいんでしょうか、その今の内容で。 

 

Ａ：(文科省)協議というのが、どういう事を指すかというのは、ちょっと定か

ではありませんけれども、16 日の段階でそのような連絡をして、実際にそれ

以降、原子力安全委員会の方で、例えばその放出源情報の評価なり、SPEEDI

のその計算機能の活用を行うようになったという事であります。 

 

Ｑ：文科省では行わずというところも、連絡をしたんですか。 

 

Ａ：(文科省)そこの詳細な連絡内容については私確認しておりませんけども、

理解としましては 16 日以降、SPEEDI のその計算機能の活用は原子力安全委員

会の方にお願いしたという事だと思います。 

 

Ｑ：結果的には、それを取り消したのはいつですか、文科省として。 

 

Ａ：(文科省)取り消したというような事ではなくて、前回の質疑のところにも

ありましたように、原子力安全委員会に派遣されていた原子力安全技術セン

ターのオペレーターについて、5月末だった思いますけれども、原子力安全委

員会から原子力安全技術センターの方に戻ったという事であります。 

 

Ｑ：文科省で行わずっという事を取り消して、文科省でもやるし、保安院でも

やりますよという事を、ちゃんと連絡したのはいつですか。 

 

Ａ：(文科省)そのような連絡を改めてしたかどうかについては、恐らくしてな

いと思います。 
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Ｑ：そうすると、安全委員会は完全に誤解した訳ですよね。その安全委員会が

独自にやらざるを得ないのだと。文科省も保安院もやってないんだと、そう

いう誤解を安全委員会にさせたその状態を、ずっと放置してた訳ですか。 

 

Ａ：(文科省)すいません、ちょっと質問のご主旨が。 

 

Ｑ：これはですね、結局文科省と安全委員会の間で、管轄がどうのこうのと言

うことで、SPEEDI がうまく運用出来なかったと、そういう言い訳をされてる

訳ですよ。それが文科省の方が今言われたような、通告を一方的に行った事

によって、安全委員会の方では自分のとこがやってるんだというような認識

で、持たざるを得なかったと、一方的に押し付けられたと、いう認識を持た

ざるを得なかったと。文科省と保安院は、安全委員会はオペレーターを送っ

てるだけで、自分たちでやろうと思えば出来るんだという認識もあったと、

そういう中で結局 SPEEDI の運用がうまく行かなかったんだという事を、安全

委員に押し付けてるというふうにしか思えないんですけれども。文科省と保

安院が。 

 

Ａ：(文科省)繰り返しになりますけれども、SPEEDI のいわゆる事前に定められ

ていた運用と言うのは、規制官庁から情報を受け取って文部科学省が原子力

安全技術センターにその計算の指示をすると、そのような状況が予め想定さ

れていた訳なんですが、そのような事ができなかったという事で、そういう

緊急の事態に鑑みて、じゃあどうするか、どのように SPEEDI なりを活用して

いくのかということについて、16 日午前の段階で同時に、モニタリングの情

報の取りまとめとそれからモニタリングの情報の評価ということについての

関係省庁、文科省、原子力安全委員会、災害対策本部の役割分担が官房長官

のところでなされましたので、それを踏まえて、SPEEDI についてもそういう

評価の部分は原子力安全委員会の方に、SPEEDI を用いた計算結果の活用とい

った評価については原子力安全委員会の方に移すのが適当であるというふう

に文科省として判断したということであります。 

 

Ｑ：評価はいいですよ。やっていただくのはね。でも運用自体を文科省で行わ

ないということとは違うじゃないですか。 

 

Ａ：(文科省)運用といいましょうか計算結果の指示とその活用ということにつ

いて原子力安全委員会の方に移したといいますかお願いしたと、文科省はも

っぱらモニタリングデータの取りまとめ公表を行うという役割分担に今回の
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緊急事態に鑑みて行ったということでございます。 

 

Ｑ：ですからそうすると、通告した内容と全然違うじゃないですか。通告内容

は SPEEDI の運用は文科省では行わずと、今のご説明だと SPEEDI の運用は行

うけれども出てきた数値の活用とかあるいはその評価について安全委員会の

方にお願いするというのは全然違うじゃないですか。 

 

Ａ：(文科省)ちょっと言葉が混乱していたとしたら申し訳ございません。いわ

ゆるSPEEDIを用いた単位計算というのは事故発生以降自動的に行われており

ます。これとは別の一定の仮定をおいた計算の指示、あるいはそれを踏まえ

た評価、ここについては文部科学省では行わずに原子力安全委員会の方にお

願いしたということであります。 

 

Ｑ：だって SPEEDI をどういう形で入力したらいいかなんていう情報が安全委員

会の方にきちんと、現地での状況というのがきちんと伝わっててそれだけの

マンパワーがちゃんと安全委員会の方にあったわけですか。そういうのをき

ちんと確認した上でそういった通告をしたんですか。 

 

Ａ：(文科省)ちょっと通告という言葉が適当かどうかはありますが、原子力安

全委員会の方でもまた保安院の方でも SPEEDI の端末がございます。それから

防災訓練等においてもそれがどういう機能を持って使われるかにおいても当

然理解はあったと。加えて条件を入力して計算するという行為において、文

部科学省に一旦情報を介さずに直接原子力安全技術センターの方に指示でき

るようにした。そのために必要なオペレータも 16 日以降原子力安全委員会の

方に派遣したということであります。したがって能力的に云々とありますが、

その点は特に問題ないというふうに思います。 

 

Ｑ：いやだから通告内容と今のご説明全然違うじゃないですか。同時並行でや

るんだったらそれは別に安全委員会のマンパワーとか能力とか余裕とかそう

いうの全く関係ないですけれども、通告の内容というのは文科省では行わな

いで一切安全委員会でやってくれというんだから、それは違うじゃないです

か。じゃあ 3月 16 日以降文科省と保安院がそれぞれ独自に単位量以外で計算

したのはいつなんですか、最終に行ったのは。3月 16 日以降最終に文科省と

保安院が独自なデータを入力して計算したのはいつなんですか。保安院と文

科省それぞれ。 
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Ａ：(文科省)まず文科省からお答えしますけれども、それ以降単位放出以外の

計算はしておりません。 

 

Ｑ：保安院は。 

 

Ａ：(保安院)確認させてください。 

 

Ｑ：お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい残りは私からお答えさせていただきます。前回、前々回

ですかね、住民説明会に用いた資料についてご提示をさせていただいていろ

いろご指摘をいただいてありがとうございました。しっかりそれも踏まえた

分かりやすくしていかなければならないんだろうなというふうに私も感じた

次第でございます。その上で前回もお答えさせていただいておりますが、今

その説明者の方の同意をいただくべく支援チームが了解を取りにいっている

というふうに聞いておりますので、取れ次第またここでお持ちをさせていた

だきたいというふうに考えておりますので、もうしばらくお待ちをいただけ

ればと思います。それから三問目の民間賃貸住宅の打ち切りというのはすい

ませんどういう形で行われたのかどういう意図であったのかというのはちょ

っと一度私も確認をさせてください。ちょっと事柄の詳細がよく私も見えな

い状況がございますので、確認をさせていただければというふうに思います。

その上ででありますけれども、いわゆる避難者も含めて適切な放送というも

のはやっておかなければならないんだろうと私自身は思っておりますので、

どういう形で福島県さんがご判断をなされたのかというのは一度事実関係だ

けでも確認をさせていただく必要があるのかなというふうに思いますので、

ご指摘を踏まえてちょっと確認をさせていただきます。 

 

Ｑ：よろしくお願いします。現地説明会の説明内容についても例えば説明者の

氏名とか肩書きはなくてもいいと思うので、出来るだけ早期に開示をいただ

いてより適切な説明が行われるように皆さんの目で見れるような状況を出来

るだけ早めに作っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。急がせたいと思います。 

 

○司会 

 ここで保安院から補足の説明があります。 
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補足説明 

 

Ａ：(保安院)保安院でございます。今、資料を配布させていただきました。本

日の指示文書の写しでございますが、内容は先ほど私口頭で申し上げたとお

りでございまして原因究明と再発防止策、それから今回以外の堰についての

点検とそれから必要に応じて補修、プラス巡視点検の強化、漏えい検出器の

設置等の堰からの漏えい防止について対策計画を策定して実施すること。そ

れから周辺環境に対する影響評価ということでございます。本日 18 時 50 分

に保安院の山本首席統括安全審査官から東京電力の山下施設管理部長に手交

したということでございます。それから一番最初にご質問のありました保安

検査官でございますが、原子炉等規制法では 67 条の 2というところに保安検

査官の事務というものが書いてございますけれども、原子力発電所について

申し上げれば 37 条、原子炉等規制法 37 条に保安規定というのがございまし

てここには37条の第5項に原子炉設置者は主務省令で定められているところ

により前項の規定の遵守状況、すなわち保安規定ですね、遵守状況について

検査を受けなければならないとなっておりまして、これは正に保安規定の遵

守状況の検査を行うということが保安検査官の事務として法律には規定され

ております。以上でございます。 

 

○司会 

 質問のある方、挙手をお願いします。それではそちらの二番目の列の一番後

ろの男性の方。その後その斜め前の女性の方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。文科省の伊藤さんにお

願いしたいんですけれどもよろしくお願いします。先ほどもちょっと出まし

たけれども学校給食の食材に含まれる放射性物質に絡んで基本的なことをお

伺いしたいんですけれども、文科省は 11 月 30 日に自治体による検査の支援

事業の実施に向けて東日本の教育委員会に通知を出したわけなんですが、こ

れがどうして17都県に限られているのかその理由について教えていただけま

すでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)はい文部科学省です。17 都県に限らせていただきましたのは、各

県における給食の食材の利用状況とかそれまでに検出されております食品の

値などを加味して 17 にしたというふうに聞いております。 
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Ｑ：すいません。ごめんなさい今の説明分からなかったんですけれども、もう

少し詳しく教えていただけますか。食品の流通ということですか。 

 

Ａ：(文科省)前回も同じような質問いただいたんですけれども、この事業の対

象とする都道府県は、地域の実情に応じながら、その地元や周辺地域の食材

が給食に使用されているかどうかといった点とか、それから野菜などの放射

性物質の検出状況などを考慮して、東北とそれから関東甲信越及び静岡県の

17 都県とさせていただいたということであります。 

 

Ｑ：すいません、まだ分からないんですけれども、これは食材って日本全国に

流通していると思うんですけれども、これは 17 自治体以外はだって全国のあ

らゆる食材が流通していると思うんですけれども。 

 

Ａ：(文科省)もちろん検査を受けて、その暫定基準値を下回ったものについて

は全国に流通しておりますけれども、地産地消とか地元の食材をより東北あ

るいは今申し上げた関東甲信越の地域では、ほかの九州、中国などよりも地

元の食材を使う可能性が高いだろうと、そういう中で学校関係者あるいは父

兄からの不安に対して適切に対応していくということから、現在申し上げた

ような17都県というのを取りあえず補助事業の対象としたということであり

ます。 

 

Ｑ：これは全国の学校給食は、親御さんたちがこれは 17 都県に限らず皆さん心

配されていて、当然我々だっていろんなところで各地の食材を普通に買える

わけですから、当然学校にも流通しているわけでして、だからちょっとおっ

しゃる意味がよく分からないんですけど、これは全国対象にするべきじゃな

いんですか。そういう議論というのはないんでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)もちろんそういうご指摘もあろうかと思います。この食品の放射

線の測定器の補助事業のそもそもの趣旨と申しますか前提といたしまして 2

点ございまして、まずはその食品の安全については暫定規制値を超えるもの

が市場に出回らないと、そのような措置が取られているという前提に立って

おります。その上で学校給食に対する不安、これは特に今申し上げたように

地元とか東北、関東域においてそういう不安の声が高いということで、学校

給食における安全に加えまして、安心という観点から、この測定器の補助事

業を 3 次予算に計上したものであります。そういった事業の趣旨から見て、
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直ちに全国にそれを配置してということまではしなかったということであり

ます。 

 

Ｑ：今安心ということであれば、これは日本全国の親御さん皆さん安心したい

と思うんですけれども、これは 1億円でしたよね。3次補正で。恐らく 1億円

だけだと足りないってことだと思うんですけども、これは全国には対象を広

げないんでしょうか。機器を買うにもかなりの金額なので、補助がないとな

かなか難しいと思うんですけれども、これは半額の補助だと思うんですけど、

全国から 17 都県以外にも要請ってのはないんでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)3 次補正で計上させていただいたのは約 1 億円強でございまして、

その半額の補助とし、残りの半額についても交付税措置を行うということで

ありますので、今申し上げた都県については実質ご地元の負担なく購入でき

るかと思います。ただし給食の全ての学校、全ての給食について行うという

ことではなくて、この 3 次補正で想定しております台数というのは、例えば

各都道府県 5 台程度を見積もっております。したがって、今後全国からそう

いうご要望とかもあるかもしれませんけれども、取りあえず 3 次補正におい

てはそのような対応をさせていただいたということであります。 

 

Ｑ：繰り返しになりますけども、17 都県以外に全国にこれを広げる、だって食

材ってのは全国に普通に流通しているはずで、ご説明だと非合理的なってい

うかよく分からないんですけれども、これは全国対象にすべきではないでし

ょうか。 

 

Ａ：(文科省)繰り返しになって恐縮ですけれども、給食の食材の利用状況とか。 

 

Ｑ：だから利用状況でいうと全国に流通してますから同じように。 

 

Ａ：(文科省)利用状況の程度と申しますか、あるいは関心の程度を踏まえて、

一律全国というところまでは、もう一つは財源の問題もありますので、まず

は 17 都県で始めさせていただいたということであります。 

 

Ｑ：これは一旦打ち切ります。すいません。あと松本さんにお願いしたいんで

すが、吉田前所長はまだ入院されているんでしょうか。病名をお伺いすると

かそういうことではなくて、入院はされているんでしょうか。 
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Ａ：(東電)確認しますけれども、まだ退院したという連絡は受けておりません

ので、入院加療中だと思います。 

 

Ｑ：分かりました。3問目最後は園田政務官にお願いしたいんですけれども、よ

ろしくお願いします。冷温停止状態達成宣言をされるのであれば、高橋新所

長も会見に同席されるべきだと思います。というのはこれは現場の最高責任

者になるわけで、吉田所長以前から一部報道陣もインタビューされましたし、

ビデオレターなどでどういった方なのかというのは予測はつくんですけれど

も、報道もございましたし。高橋新所長に関する情報ってのは一切なくて、

冷温停止っていうのは現場の最高責任の問題ですので、その際に会見に同席

していただきたいと思うんですが、この点いかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)新所長が、高橋さんがこの場に同席という、ちょっと意味合

いが何とも今ご質問いただいてつかめなかったんですけれども、そういう面

では言わば現場の責任者と言いますか、東京電力としてのこの今毎月やって

いるロードマップの言わば道筋の改定における東京電力のこの場における責

任者としては、相澤副社長が東京電力としての責任を負ってご説明をさせて

いただいているという状況がございますので、そういった面では、東京電力

として誰がこの場に来るかというものはきちっと対応はしてもらいたいなと

いうふうには思っております。その上でありますけれども、政府として今後

どういう形でこの冷温停止というものを皆さん方にお話させていただくかは、

それはこちらの内部の話でございますので、それについても併せて検討はし

ておきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：是非細野大臣にも是非高橋新所長同席についてお伝えいただければと思い

ます。 

 

Ａ：(園田政務官)大臣にもそういった要望があるということはお伝えはしてお

きたいと思います。 

 

Ｑ：はい。ありがとうございます。 

 

○司会 

 次の方どうぞ。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 
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Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりです。よろしくお願いいたします。まず東京電力

にお願いいたします。汚染水が漏えいされた件で、コンクリートのひび割れ

から出てきたということで、そのコンクリートは何らかの防水措置は取られ

ていないのでしょうか。FRP 防水など、何らかのシームレス構造にはなってい

ないのでしょうか。昨日の写真を見ますと、かなりの勢いで汚染水が漏えい

しているのですが、そのコンクリートのひび割れが決壊する恐れなどはない

のでしょうか。何らかの措置は取っておられるのでしょうか。キセノン 135

についてもお聞きします。現在キセノン 135 は割と同程度を常に発生してい

ますが、前回増倍係数をお聞きしましたが、かなりこれは 1 に近い、臨界に

近い状態だと思うのですが、増倍係数は改めて計算しておられるのでしょう

か。その 11 月 7 日の資料では、0.6m３/h ガスが流出しているという資料も出

ていたと思うのですが、その中にこのキセノン 135 は常に含まれているとい

うことでしょうか、よろしくお願いいたします。文科省の伊藤審議官によろ

しくお願いいたします、すいませんしつこくて。NNSA のデータなんですけれ

ども、ネプツニウム 239 が 5 月の時点で須賀川市などで 100Bq/m３以上検出さ

れているのですが、ネプツニウム 239 は半減期が 2.3 日ですので、これがア

メリカ軍の調査で 5 月の段階で検出されていたという点で、文科省そして

JAEA としてはどういう評価をされているのでしょうか。この資料によります

と、3月の時点で、いわきや北茨城なども 100Bq/m3 以上汚染されていて飯舘

や福島市などよりかなり汚染が強いという結果が出ているのですが、3月末に

小児甲状腺サーベーが行われまして、それにいわきの 4 歳児が最高の汚染の

線量を出たという結果が出ましたが、それの整合性、それの理由の説明など、

どこか検討はされているのでしょうか、お願いいたします。そして園田政務

官にお願いいたします。これは厚労省の管轄になるのですが、政府としてど

う認識しているか、評価しているかという点で、コメントをいただけたらと

思います。10 月 20 日に社会保険審議会の統計分科会というところで、患者調

査についての審議が行われました。患者調査というのは 3 年ごとに医療機関

でいろいろな疾病などの調査をするのですが、平成 23 年度は、その患者調査

の年度に当たっておりまして、今年は宮城県の一部と、福島県全県で患者調

査は除外するということが 10 月 20 日の統計分科会で認証されました。この

件について、厚労省とそして被災者生活支援者チームと、福島県庁、宮城県

庁などでお聞きしているのですが、明確な回答が得られません。なぜ白血病

や先天性の危険などを調査する患者調査を、今年は福島県、宮城県の一部で

除外するのか。被災地だからということなのですが、岩手では調査されます。

そして宮城の内陸部でも調査されます、ですので福島の内陸部等では、会津

の方等ではそんなに医療機関なども被害を受けておりませんので、なぜ患者
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調査をしないのか、あちこちに聞いているのですが明確な回答は得られませ

ん。ですので政府として、この件を認識しているのか、そしてそれを了承し

ているのか、ご回答をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、コンクリートのひび割れ箇所に関しまし

ては、防水処置は施しておりません。それから、ひびの長さは約 2cm、隙間と

いいますか、ひびの幅は 1、2mm 程度でございますので、こちらが崩れるとい

うことはないというふうに思っております。それからキセノン 135 ですけれ

ども、増倍率は 1 に近いというふうに申しましたのは、何種類かケース分け

して評価した際に 1 に近いものもあるというふうに申し上げたのでございま

して、実際にはその 1 に近いものから比較的、実効増倍率が小さいものの間

にあるというふうに思っておりますので、今、すぐにも臨界に到達するとい

うものではないというふうに思っております。それから 0.6m3/h がちょっと

どの数字か分かりませんけれども、いわゆる格納容器ガス管理システムで引

っ張っている中の気体には、このキセノン 135 は含まれております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。小さいものということで、では最下限は前回は 0.5

とおっしゃっていたのですが、0.5 から 1に近い範囲ということでよろしいで

しょうか。 

 

Ａ：(東電)報告書の中にケースごとに増倍率のグラフと数字を書かさせていた

だいておりますので、その中の幅の中に入っているというふうに思っており

ます。 

 

Ｑ：分かりました、ありがとうございます。では現在 2 号炉のガス管理システ

ムで検知されてるガスと同等ということで、現在その 0.6m3/h という数字が

不確かなものということで、常にキセノン 135 が定期的に外に漏れ出ている

ということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、連続的に漏れているというふうに考えております。格納容器

ガス管理システムは連続運転しておりますので、こちらの方から引っ張って

おります。濃度といたしましては、本日、お示しさせていただいたとおり、

キセノン 135 で申しますと、2.6×10 のマイナス 2乗 Bq/cm3 という程度でご

ざいます。 

 

Ｑ：分かりました。キセノン 135 は半減期 9.14 時間でセシウム 135 になります
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が、これが外に出たキセノンはそのまま全部セシウム 135 になるという認識

でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、放射線壊変が行われますと、キセノン 135 はセシウム 135 に

なります。 

 

Ｑ：分かりました。コンクリートに防水措置はしていないということで、通常、

工場のタンクなど散水現場を、酸性でもアルカリ性でも、FRP 防水などはして

いるとは思うのですが、今回こちらのコンクリートは防水していないという、

何か理由はあるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、そういった点は少し不十分だったかもしれませんけれども、

コンクリートそのもので、ある程度堰の中に水が貯められるというふうに判

断しております。 

 

Ｑ：分かりました。不十分だったということで、それは検討不足だったのか、

若しくは費用が足りなかったのか、どういった理由があるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)まずは、今回の件で申しますとひび割れがございまして、そこのと

ころから漏えいしたということになりますので、そういう意味では日頃の日

常点検の面では少し不十分だったというふうに思っております。堰があるか

ら大丈夫というふうな思い込みがあったとすれば、少し反省すべき点ではな

いかと思いますが、そういった点を今後教訓として、再発防止対策を講じて

いくことになります。また防水措置を施していないかどうかについては、ち

ょっと確認させていただきます。 

 

Ｑ：分かりました。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。アメリカの NNSA が公表したデータに関連しての

ご質問ですが、まずその前提といたしまして、文科省の役割として、いろい

ろな政府が、あるいは自治体が行っておりますモニタリングデータの公表、

取りまとめを行っておりますけれども、今回、アメリカの DOE が公表したデ

ータ、あるいは他の国内の研究機関が測定し公表したデータについてもです

が、評価するような立場にはないということをまずちょっと申し上げておき

たいと思います。その上で、ただかなりのデータが 3 月から 4 月、一部 5 月

にかけて出たということもありますので、というご指摘がありましたので、
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原子力研究開発機構などに、こういうデータがあるけれどもという話しでお

示ししているところであります。したがって今、その検討の状況については、

まだ報告を受けておりません。それからいわき方面といいましょうか、南の

方でヨウ素の高い濃度が検出されたというデータが含まれているのではない

かというご指摘かと思いますけれども、これについては 3 月末に現地対策本

部におきまして、北西方向と正にいわきの方で、小児甲状腺のスクリーニン

グ調査を行いまして、その結果、私どもが聞いておりますのは、内部被ばく

の線量調査において健康に影響を及ぼすような例はなかったというふうに聞

いております。したがって南の方に、そのプルームと申しますか、3月の段階

で高い線量域がみられたということと、それは SPEEDI の計算結果によっても

示されてるところですけれども、それとおっしゃられたアメリカのデータと

いうのは矛盾するものではないのかなと、これは個人的な感想ですけれども、

思った次第であります。以上です。 

 

Ｑ：ありがとうございます。では文科省がモニタリングなどを評価する機関に

ないということで、DOE のデータや、各大学の研究機関などのデータを、総合

的にたくさんのデータを評価する機関というのは、部署というのはどちらに

なるんでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)評価と申し上げましたけれども、各機関でいろんなデータが出て

おります。そういったデータについては、測定条件を含めて適切な形で公開

されることが国内外の研究者にとって重要だと思います。研究者と申しまし

たのは、政府として最低限評価して、避難とか除染に活用しなくちゃいけな

いデータについては、文科省あるいはそれぞれの機関、省庁において、その

評価なりモニタリングデータの活用が行われてるところでありますけれども、

一般に申し上げれば、それ以外のデータについては、広く内外の研究者がア

クセス可能な形で事故直後の飛散状況を再現してみるとか、あるいは既に例

えばシュミレーションという形で国内外の大学が発表してる例もありますけ

ども、そういうような形で活用されていくのが一つの望ましい姿ではないか

というふうに思っております。したがいまして住民の方の健康影響評価とか、

除染、こういったものに必要なモニタリングのデータと、その活用、評価に

ついては、現在もそれぞれの省庁において行っているところだというふうに

理解しております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。それぞれの省庁ということで、では、例えば学会

でアクセプトされた論文等やその適切に公開されたものを統括して調べる部
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署はないということでしょうか。それぞれ外野でやるということなんでしょ

うか。 

 

Ａ：(文科省)学会での評価、研究論文にも空間線量に関するものもあれば、内

部被ばくに関するものとか、海洋汚染に関するものと、いろいろありますの

で、そういったデータが学会等で評価されて適切なものであると評価される

のであればそれぞれ、例えば海のモニタリングについて関心といいましょう

か、海産物とかについて責任を持っている省庁なり、あるいは県民の健康調

査について実施しているところがそういった評価を活用しながら最新のもの

に各々アップデートしていっていただければよろしいんではないかと思いま

す。そういう意味で全てを一元的に網羅しているところはないというふうに

承知しております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。事故直後の文科省のデータはかな

り量が少なかったというふうに坪井審議官からもお聞きしていたのですが、

では、その全てを一元的に管理する部署がないということで、その初期のデ

ータを文科省のデータを DOE のデータや各学会でアクセプトされた論文等を

活用して再検討するということもされないのでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)例えば今回の DOE の方で発表されたデータ、ざっと見てみますと、

例えばダストのサンプリングというのも福島県内で行われ始めたのは 3月 19

日以降で、文部科学省の方で空間線量率を測り始めたのが 3月 15 日。それか

らダストの方を測り始めたのが 19 日ということですので、事故直後の 11 日

から18日辺りのデータをこのDOEの方に期待するというのはちょっと難しい

のかなというふうに思いました。 

 

Ｑ：ありがとうございます。文科省のダストサンプリングのデータは 3月 19 日

からですが、それはほぼ 1日に数箇所ずつということで、3月 23 日や 3月 25

日に初めてダストのサンプリングを取ったという箇所もございました。です

ので、できるだけ初期のデータを集めて再検討することが初期の事故直後の

被ばくについて必要なのではないかと思ったのですが、今のところ再検討は

しないという形でしょうか。 

 

Ａ：(文科省)それは多分内部被ばくの評価に関わってくると思いますので、一

元的には健康管理調査に対して責任あるところがさらにどういうデータを精

緻化していく必要があるかどうかの判断をしていくことになるんだろうと思
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います。ただし、せっかくああいうデータがあるので関係機関には示して、

使えるものなのかどうかということは引き続きお願いしております。その過

程の中で例えばデータの測定条件が分からないとか、あと例えば細かい話で

すけれども、この時刻というのは日本標準時刻なのか、アメリカの時刻なの

かということも含めて、アメリカ側に幾つかファクトを聞かなければいけな

いという話も聞いておりますので、少し時間は掛かりますけれども、そうい

った確認作業は引き続きさせていただきたいと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。冒頭に福島の過去のプルトニウム、

ストロンチウムも教えていただいてありがとうございました。 

 

Ａ：(園田政務官)厚生労働省の社会保険審議会でよろしいですかね。 

 

Ｑ：はい、そこの統計分科会です。 

 

Ａ：(園田政務官)統計分科会、はい、すみません。まず、どういったものなの

かちょっと私も現時点で知っておりませんので、一度調査をしておきたいと

思います。その上でありますけれども、通常私の経験上申し上げますと、厚

生労働省の場合は全て審議会、ホームページでオープンにしていたというふ

うに記憶をいたしておるんですが、この部分はまだ出てきてないですか。 

 

Ｑ：いえ、オープンになっているのですが、宮城県の一部と福島県全県で今年

度患者調査をしないことについての理由はオープンになっていないのですね。

なので、厚労省に直接問い合わせ、回答を得ました。その回答をしていただ

いた方もその理由はホームページ上にオープンにはしていないとのことでし

た。 

 

Ａ：(園田政務官)そのオープンにしていない理由は何ておっしゃってました。 

 

Ｑ：そのオープンにしていない理由は、宮城県の沿岸部と福島県全県は被災地

でありますので、患者調査を医療機関にかける負担というものを考えて、今

年度は宮城県の一部と福島県全県は患者調査をしないという回答をいただい

たのですが、ではなぜ宮城県の内陸部では患者調査をして、福島県の内陸部

では患者調査をしないのかという回答には明確なお答えをいただけなかった

ので。 
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Ａ：(園田政務官)ああ、そういう意味ですね。分かりました、分かりました。

ちょっと、恐らくですね、宮城県の場合は今おっしゃったようにですね、沿

岸部とそれから内陸部とでは事情が違うということなんだろうなというふう

に今、私も受け止めましたけれども、福島県の場合は恐らく全域でこれから

健康管理調査もやっていくというところがあるので、そういった面では少し

宮城県とは事情が違うのかなというふうには受け止めることができるのでは

ないかなと思いますけれども、いずれにしてもちょっと厚生労働省がどうい

う、それを受けてですね、審議会の発表を受けてどういう形で判断したのか

ということは今後少し調査してみたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。よろしくお願いします。 

 

○司会 

 質問のある方、挙手をお願いします。今、後ろの方に 1名、2名、手が挙がっ

ていますけど、他にいらっしゃいますでしょうか。今、手の挙がっている 2

名で終わりということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。それ

では、まずこの列の一番後ろの方。それから左の列の一番後ろの方。どうぞ。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけれども。SPEEDI の関係で安全委員会の運用実績がですね、

ホームページにまとめてちょっと載っていないような感じがするのですが。

もし安全委員会でやられている、ここを見れば全部分かりますよというのが

あるんだったら教えていただきたいと思います。それから、先ほど文科省、

単位量の結果については継続的に行っていたということなんですけれども、

それを活用しないということについて保安院、事務局である保安院と協議を

したのかどうかということを改めて確認したいんですけれども。安全委員会

の方にそのような 3月 16 日に改めて連絡をするにあたって、その段階で保安

院とそのような協議をしたのかどうかということ。それから、先ほど配って

いただいた指示書ですけれども、保安院のですね。これは結局漏えいの問題

だけなわけですよね。さっきちょっと私と森山さんとの間で幾つかのやり取

りがあったんですけれども、私は漏えいだけの問題ではなくて、対応状況に

ついて全体をきちんと積極的に保安院側から見直していく必要があるのでは

ないかとチェックをしていく必要があるのではないかというような質問をし

たつもりで、それに対して結局これだと漏えいの問題だけで、他の問題でま

た起きたら、また起きましたから、じゃあこれについてこういうことをまた

やりますということになっちゃうだけで、ゼロでないっていうのは、事故が
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起きる可能性がゼロじゃないっていうのは分かるんですけれども、極力ゼロ

にするっていうのが保安院の役割じゃないかなというふうに思うんですけれ

ども。その辺りの方策というのは何か考えていらっしゃらないのかなという。

以上です。 

 

Ａ：(原安委)はい、原子力安全委員会ですけれども。安全委員会が SPEEDI を使

った実績がホームページに出ているところですけれども、安全委員会のホー

ムページ開けていただいて一番上の方に大きく東日本大震災関連情報ってあ

りますけれども、そこをクリックしていただくといろんな資料のリストがあ

りますけれども、それの一番下の方ですね、SPEEDI の解説っていうのと、

SPEEDI を活用した試算結果というのがございます。この試算結果の方を見て

いただければ出てございます。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省ですけれども。3月 16 日に保安院との間での SPEEDI に

関するやり取りは先ほど森山さんなり私から説明したとおりでありまして、

特には単位放出について使うとか使わないという話をしたということはない

と思い、聞いておりません。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけれども。本日の指示は今回の漏えいに関するもので

ございますが、先ほど来申し上げておりますように、安全確保の考え方に関

する指示を既にしておりまして、そういう中では包括的に評価をしていると、

東京電力に対して報告を求めていて、報告は既に何回か出てきておりますけ

ども、その内容の評価を専門家の意見も聞きながら行っているということで

ございます。以上でございます。 

 

Ｑ：安全委員会の方でされている結果なんですけど、ちょっとそのページを見

ているんですけれども、例えば全体で何回ぐらいやって、例えば保安院から

の指示でやったものがこれであるとか、文科省からの指示でやったのがこれ

であるとか、そういうのが分かるでしょうか。ちょっと分かりにくいかなと

思うんですけど。 

 

Ａ：(原安委)すいません、ここに載っているものは文科省あるいは保安院から

依頼を受けてやったものは確か一つもないと思います。安全委員会が独自の

発案で行ったもの、特に 3月 16 日以降まずやったのは、モニタリングデータ

から放出源どれぐらいの割合で出てるかというのを推定する、それが済んで

からそれをもとに小児甲状腺の積算線量を出したり、それからそれだけじゃ



 

71 
 

なくて大人の全身線量を出したりというようなことに使っております。 

 

Ｑ：それと文科省とか保安院から具体的な指示というかお願いは、依頼はその

間なかったということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(原安委)3 月 21 日と 27 日に保安院からやってくださいというのはありまし

たけど、それ以外はないというふうに認識しております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども。度々東京電力の松本さんに。すいません先ほ

どちょっと質問で答えを聞きそびれたような気がするんですが、堰があるか

ら水がそこに溜まるからということで、漏えい検知器を付けなかったという

ご説明だったんですが、これは理由というのはそうすると付ける必要がなか

ったから付けなかったということなんですかね。それとも何か他に技術的な

問題で付けられないような問題というのがあったのかどうかというのをちょ

っと確認できればと思います。それから汚染水の淡水化の出口と入口のとこ

ろなんですけれども、全ベータしかデータが出ていないようなんですが、こ

れは核種の分析というのはされてないんでしょうか。採取されたのは最初 9

月 20 日だと思うので、さすがに 2 ヶ月はかからないと思うんですけれども、

これはどうなっているのでしょうか。ご説明いただければと思います。それ

から循環注水の関係で 4km の配管を引っ張っている中の、時々漏えいがある

場合に、漏えいしたものを測ってもバックグラウンドを押し上げる線量にな

っていないという説明が先ほどあったんですが、これは漏えいしたものを測

ったというのは何を測られたんでしょうか。ベータの関係の分析というのは

されているんでしょうか。というのを教えてください。それから最後に一つ、

園田政務官。福島の現地での住民説明会なんですが、前回大分前 11 月の末で

すけれども、回数であるとかいろいろ教えていただいたんですが、これはそ

の後も継続してやられていると思うので、その後どういう状況なのかという

のを前回いただいてから来週で 1 ヶ月ぐらいにまたなるので、引き続き教え

ていただければというふうに思うんですけれども。それから前回お伺いした

数、10 月 19 日までの実績で、個人 2,800 人の法人と個人事業主が 12,300 と。

これは要するに福島県全体の人口からすると圧倒的に少ないんですけれども、

その他の方々というのは要するに説明会に出ていらっしゃらないということ

になると思うんですが、そういった方への対応とか、もう少しその周知、徹
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底をする必要が、いろいろな情報、除染のことを含めて周知する必要のある

情報はこれからどんどん増えると思うんですが、どういうペースでやってい

かれるような、何かスケジュール感であるとか方法みたいなものがあるかど

うかお聞かせいただければと思うんですが。以上お願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力からまずお答えさせていただきますけれども、堰に関しま

してはいわゆる淡水化装置に関しましては、セシウムの量が 10 万分の 1程度

まで減衰されておりますので、アレバ、キュリオンといった高濃度の汚染水

を利用するところに比べまして、漏えい検知としては優劣をつけたというこ

とでございます。したがいまして、コンクリートの堰の中に溜まるというこ

とで十分ではないかというふうに判断しておりました。それから淡水化装置

の核種分析の結果でございますが、こちらは先ほど少しデータをご紹介させ

ていただいておりますけれども、細かいデータは 11 月 18 日に既に公表させ

ていただいておりますので、ホームページ等で核種ごとの分析結果について

はご確認ください。それからホースでございますが、こちらは漏えいしたこ

とが見つかった場合には、ガンマ、ベータのいわゆる表面線量を測っており

ます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。まずそのホースなんですけれども、表面線量はそ

うすると通常どのぐらい出ているものなんでしょうか。データ、ガンマで、

数値というのはあるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。いわゆるほぼ周りで測っております空間線量、バックグラウ

ンドとほぼ同程度レベルでございまして、ベータ線がわずかに検出できる程

度でございます。 

 

Ｑ：ベータの核種自体はそうすると 10 の 2 乗から 3乗ぐらいで回っているとい

うことになる、そういう認識でいいですか。 

 

Ａ：(東電)はい。RO 膜の出口のところが 5×10 の 2 乗ぐらい、それから蒸発濃

縮式の出口で言いますと 10 の 1 乗ぐらいが全ベータでございますので、その

程度の水が入っているということになります。 

 

Ｑ：その程度では全体からするとその程度ではあるかとは思うんですが、これ

はこれ以上下げる仕組みであるとか、いうのは考えられないんでしょうか。 
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Ａ：(東電)所内で再利用している状況におきましては、特別この水で性能とし

ては十分ではないかと思っております。 

 

Ｑ：漏れても特に問題ないという、海まで出ていても特に問題ないということ

ですか。 

 

Ａ：(東電)漏れた場合は当然対応する必要がございまして、漏れてもいいとい

うふうに考えているわけではございませんが、既にバックグラウンドが相当

量ございますので、それに比べれば小さいというふうに考えております。 

 

Ｑ：分かりました。この循環の全体の配管を含めて、今後の状況みたいなもの

は保安院ではどういうふうに考えているという目算みたいなのはあるんでし

ょうかね。 

 

Ａ：(保安院)まずは今のホースからの漏えいが時々見つかっておりますので、

これはよく原因を究明していただくということでございます。それから中期

的安全確保の考え方で今冷温停止のところを中心に評価しておりますけども、

さらに中期的な水処理施設、全体の 4km というご指摘ありましたけど、そう

いった問題も含めて検討をしていただいているという状況にございます。 

 

Ｑ：分かりました。意見聴取会を全部聞けてるわけではないので、もし出てい

たら申し訳ないんですが、その 4km あることに関して意見聴取会の中では何

か改善策であるとかいうのは考えられて、提言みたいなのはあるものかとい

うのと、それから東京電力自体は今のその 4km 状態を、当初一年予定だった

のをできるだけ長く使いたいという話も出ているようなんですが、その辺に

関して意見聴取会の方で何か意見みたいのは出ているのでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)はい。今評価しておりますのは当面のと言いますか、冷温停止と

いうところでございまして、今後の更に中長期的な水処理施設をどうするか

ということを、これからの議論でございます。まだそこまでの議論には至っ

ておりません。 

  

Ｑ：わかりました。ごめんなさい。ちょっと松本さんに確認したいんですが、

細かいデータ 11 月 18 日ですか。 

 

Ａ：(東電)はい。11 月 18 日ございます。 
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Ｑ：そこは全ベータ、全アルファという形ではなくて、全部核種が全部。 

  

Ａ：(東電) はい、そうです。その他のガンマ核種も併せて公表させていただき

ました。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。18 日のデータは汚染水の関係、ち

ょっと確認なんですが。 

 

Ａ：(東電)水処理設備関係で、これまで核種分析をやったデータを公表させて

いただいております。 

 

Ｑ：タービン建屋の地下の溜まり水というのは出されてますか、その頃に。 

 

Ａ：(東電)こちらは水処理設備の放射能濃度の測定結果ということで公表させ

ていただきました。 

 

Ｑ：すいません、ちょっと今ホームページを見ているんですが配布資料の方に

あるんでしょうかね。 

 

Ａ：(東電)多分配布資料だと思います。こちらは。 

 

Ｑ：以前もちょっと探したんですけど見つからなくて、分かりましたちょっと

もう一度確認してみます。それから溜まり水の関係という意味では、タービ

ン建屋の下に溜まっている水というのは、これは今まで何回か計測をされて

いるようなんですけれども出来ればその都度公表していただけるとありがた

いんですが。 

 

Ａ：(東電)タービン建屋の溜まり水に関しましては先週の土曜日にこれまで測

定している分については公表させていただいておりますが、大きな変化はな

いというような状況でございますので適宜確認した上で公表していきたいと

いうふうに思っております。 

 

Ｑ：先週の土曜日に公表していただいた資料を見ると過去に何度か建屋の地下

で測定をされているようなんですけれども、その都度公表されていただいた

記憶がないんですけれどもこれは私の勘違いですかね。 
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Ａ：(東電)こちらまとめて公表させていただきました。いわゆる値そのものが

大きな変動がございません。異常が見つかりませんでしたので今回まとめて

公表させていただいたものでございます。もちろん例えばセシウムの量が急

激に増えたですとか、アルファ核種が見つかったというような場合には公表

することになります。 

 

Ｑ：大きな変動がある無しに関わらず、これはタービン建屋の地下の分析がど

うなっているかというのは、4月 5月 6月 7月多分毎月何人かの方がずっと聞

いていたことだと思うんですけども今まで出されなかった理由というのは何

でしょう。 

 

Ａ：(東電)はい大きな状況の変動がなかったからでございまして、今後も適切

に公表させていただければと思っております。 

 

Ｑ：大きな状況の変動があるなしに関わらず、出していただくことというのは

これは出来ないんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、今後も適切な時期に公表のタイミングについては考えさせて

いただきたいと思います。 

 

Ｑ：適切な時期は東京電力さんが考える適切な時期ではなくて、計測した検出

したときに出していただければと思うんですけれども。 

 

Ａ：(東電)はい、検討させていただきます。 

 

Ｑ：よろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(園田政務官)住民説明会の件でございますけれども、先ほどもちょっとお

答えさせていただきましたけれども回数ですとかそういったところも含めて

皆さん方にお伝え出来るようにしておきたいと思っております。なるべく早

くこれも皆さん方にお伝え出来るようにしたいと思います。それでその他の

お越しいただいてない方々への対応ということでございますけれども、健康

調査の場合は確か当該のお子さまをお持ちのところは一件一件伝えをしてい

るというふうに聞いておりましたけれども、その他に福島県民全員で全体で

ということになるんでしょうかね。そうするとそれが説明会という形で出来
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るのか、あるいはホームページ等でご紹介いただくようになるのかその辺は

ちょっとまた今後の対応を考えなければいけないかなというように思います。

同時に先ほど除染というふうにおっしゃられましたけれども、今実証実験を

やっている除染については支援チームが各市町村に対して行ってきたという

ところがございますけれども、今後の面的な除染については環境省でになう

ということになるので少し今後環境省がこの場にも来ていただけるように今

私からもお願いをしておりますので、そこの場で何らかの形で環境省の考え

を皆さま方におヒレキ出来るように調整しておきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：よろしくお願いします。環境省の方なんですけれども以前から他の方も何

度かお伺いしてるんですが、環境省の方というのはかなりそんなに忙しいん

でしょうかね。大分前からお伺いしているような気がするんですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)そうですね。申し訳ございません。他の省庁と違いましてか

なりの小規模な省で、環境省という名前はついておりますけれども格段と人

数の少ない省でございますのでそういった点では大変な、言わば対応におわ

れているというのが今の現状です。 

 

Ｑ：もともと環境省がマンパワーで不足しているというのは周知の事実なので、

そういったところに除染をなかば押し付けたのかどうか分かりませんけれど

も。という状況の中で環境省自体が周りへの説明も不十分になっている状況

というのをこれは政治家として例えば園田政務官どういうふうにお考えなん

でしょうか。人の補充なり何なりというのは考えられないでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。そういう面では今後ご案内かもしれませんが福島の環

境再生事務所、こちらに各省からの応援も交えて人員増強をしっかりとして

いくという方針は出ておりますので、一刻も早くそういう状況が作られるよ

うに私からもサポートはしていきたいというふうには思っております。今現

時点においても内閣府からも応援は既に派遣をさせていただいておりますの

で、そういった住民の皆さん方への説明も含めてしっかり対応出来るように

今後しなければならないというふうに思います。 

 

Ｑ：分かりました。それともう 1 点。支援チームが除染の実証実験をやられて

いるということなんですけれども、支援チームの方も来たり来なかったりと

いうかほとんどこちらに姿をお見せにならないんですけれども、除染それか

ら個別の賠償避難含めてかなりの部分を支援チームの方で手がけている部分
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があると思うんですが、支援チームの方を定期的にこちらにいらしていただ

くことというのは出来ないものでしょうか。要するに原災本部責任さる原災

本部の方が一切会見をやらないというのも問題だと思うんですけれども、事

故以来一度もやっていないと思うのでその辺お願い出来ないでしょうかね。 

 

Ａ：(園田政務官)支援チームがということでしょうかね。 

 

Ｑ：支援チームの方何度かこちらにいらしてますし、保安院の方にも会見いら

してますけれども要するに原災本部が原災本部として一度も会見をやってい

ない以上はそこの事務局であるところが、何らかの形で説明すべきだと思う

んですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官)今のご指摘をどう受け取っていいのか。 

 

Ｑ：以前、原災本部の会見がないということを園田さんにお伺いしたら、官房

長官の会見がそれを変わりにやっているというお話しだったのですが官房長

官の会見というのは他にもいろいろ、状況を聞くべきことが他にもいろいろ

ある方々がそこにいるわけで原災本部の単独の会見では有り得ないですよね。

それを持って情報を出しているというふうにされるのは如何なものかと思う

んですよね。そういう意味でも事故以来原災本部の会見というのはそういう

意味では一度もやられてないんで、やられてないんであればそこの原災本部

に所属している支援チームであるとかいうところの方々が 3 月に支援チーム

をわざわざそのために作ったんですから、何らかの形で説明するのが義務で

はないかと思うんですがその辺いかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)支援チームはまずは原災本部ではありません。原災本部から

一つ分かれているところでございますので、そういった意味では木野さんの

ご指摘にお答え出来るかどうか分かりませんけれども、原災本部として何ら

かの形で説明責任を果たすべきではないかという意味でございましたら、事

務局は保安院でございますので保安院からのご説明という形になろうかと思

います。 

 

Ｑ：保安院がそうすると原災本部として何かやら。もう一つ補足させていただ

くと先日、原災本部の情報公開の窓口が内閣府だというお話しがあったので

当然そちらに事務局があるわけですよね。保安院ではなくて。何らかの形で

人がいるわけですよね。いらっしゃらないんですか。誰もいないけれども内
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閣府が情報窓口なんですか。 

 

Ａ：(園田政務官)はいそうです。 

 

Ｑ：そういうことなんですね。内閣府の方に出した情報公開の紙というのはそ

のまま保安院の方に回るんですか。 

 

Ａ：(園田政務官)担当のところに回るというふうにご理解をいただければと思

います。 

 

Ｑ：そうすると今の原災本部の話しは、もし原災本部の会見をやるとすると保

安院がやるということになるんですかね。森山さんそういうことになるんで

しょうか。 

 

Ａ：(保安院)まず事務局ですけれども法的には原災本部というのは基本的に内

閣府が事務を司ることになっておりますけれども、マニュアルの中で物理的

に保安院に下りてそこに ERC という組織があって、事務局長が保安院長とな

っておりますがもちろん今の現実の姿は、統合対策室が出来たり支援チーム

が出来たりということで基本的にはそれぞれの所で報道発表等を行っている

ということでございます。 

 

Ｑ：支援チームの方、あるいは統合対策室はここですけれども、支援チームと

原災本部は何か報道発表ってされているんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)支援チームは報道発表と言いますか、記者会見ということでは必

ずしもありませんけれども、支援チームで何か発表するケースもございます。

そういう場合には、場合によっては保安院のブリーフィングの場を使うこと

も、説明が必要な場合には行うこともございますし、ここにも何度か出てき

たことがあると思いますけれども、生活支援チームとしてのクレジットで発

表している案件は何件かあると認識しております。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっとそれ含めて、支援チームでも原災本部でも結構な

んですけれども、園田さんの方で何らかの形で情報提供していただける形作

っていただければと思うんですが。これお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)支援チームというよりも、いろいろと概念上がありますので、
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そういった面では皆さま方にご不便をおかけしているかも知れませんけれど

も。いずれにしても、必要な情報は必要なところからですね、きちんと外に

出て行くような形を取りたいというふうに思います。 

 

○司会 

 よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：すいません。不便というかですね、実績に要するに情報公開で問題がある

わけで、不便とか便利とかそういうことではなくて、なんで責任を果たさな

いかという話なので、不便ということではなくて、これ義務だと思うんです

ね。きちんとやっていただけませんか、その辺。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。法的なところからするとですね、先ほどごめんなさい、

申し上げましたけれども、内閣府が情報公開法の窓口になっておりますので、

窓口は内閣府にしていただければと思います。 

 

Ｑ：それであれば、窓口の内閣府として定期的に会見やるなりなんなりで、い

ろいろな情報まとめて、情報出すべきじゃないですか。 

 

Ａ：(園田政務官)いや、申し訳ございません。置かれているものと、情報公開

法の窓口とは別でございます。 

 

Ｑ：今、情報公開法の窓口ではなくて、通常の除染とかいろいろのさっきの支

援チームもそうですけど、要するに誰が責任持って情報を出しているか全く

分からない状況なわけですよね、今。 

 

Ａ：(園田政務官)したがいまして、除染に関しては、今は内閣府の支援チーム

がやっておりますけれども、1月 1日からは環境省が責任を持つという形を取

っております。 

 

Ｑ：1 月 1 日から環境省とかいうんではなくて、要するに 3 月から 12 月までは

誰がやってたんですということですよね。であれば、今すぐにでもやるべき

じゃないですか。1月からどうと言うんではなくて、今すぐにでも情報公開の

担当を作って定期的に情報出すべきじゃないんですか。 

 

Ａ：(園田政務官)申し訳ございません。また後でご質問があれば、またお答え
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させていただきますけれども、木野さんがおっしゃっておられるのは、情報

公開法上の情報公開を求めて。 

 

Ｑ：情報公開ではなくて、情報の説明義務があるんではないんですかというこ

とです。 

 

Ａ：(園田政務官)そういう面でございましたら、適宜適切の機関からきちんと

お伝えはさせて頂きたいと思います。 

 

○司会 

 よろしいですか。この列の 1番後ろの方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：すいません、NPJ の日隅です。先ほど、安全委員会のホームページについて、

ちょっと 2点だけ確認したい。んですけれども。1点はここのホームページに

は公表についてはデータ整理が済み次第、順次公表してまいりますと書いて

あるんですが、ここに公表してあるものが現段階では全てということでいい

んでしょうか、というのがまず 1点です。 

 

Ａ：(原安委)はい。載っているものが全てでございます。 

 

Ｑ：もう 1 点は、その他のところで、試算結果 1 号機からの放射性物質が 3 月

12 日計算というのがあって、これ 16 日以前なんですが、これは安全委員会の

方が保安院か文科省に頼んでやってもらったものだから、ここに書いてある

という趣旨でいいんでしょうか。 

 

Ａ：(原安委)はい。これは 3月 12 日の水素爆発があった後に影響を見ようとい

うことで、これは文科省を通じて原子力安全技術センターに依頼して行った

ものです。 

 

Ｑ：これはヨウ素剤の配布についての意見を安全委員会の方、述べられており

ますけれども、それにかかわるものでしょうか。 

 

Ａ：(原安委)それとは直接の関係はなかったというふうに聞いております。 

 

Ｑ：そうですか。じゃあ、ヨウ素剤の配布についての意見を言う際に SPEEDI を
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安全委員会の方でお願いして使ったということはないんですか。 

 

Ａ：(原安委)そうですね。ヨウ素剤についてのっていうのは、あれですかね。 

 

Ｑ：13 日頃に。 

 

Ａ：(原安委)13 日頃に、10,000CPM 超えてたらヨウ素剤の投与考えろと。あれ

はですね、この SPEEDI とは関係なくて、むしろ 10,000CPM という数字のもつ

ものの意味合いからして、そういうふうに申し上げたというふうに聞いてお

ります。 

 

Ｑ：そうすると、特にその段階で何かデータを保安院なり文科省から貰って、

判断をしたわけではないということで、一般論として。 

 

Ａ：(原安委)そうですね。モニタリングレベルと、その数字の持っている意味

合いの関係。普通、そういった放射線防護の専門家の中で、普通頭の中に入

っていること、あるいはこれまでのマニュアルに書いてあったことを想起し

てそういうコメントをしたというふうに聞いております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会よろしいでしょうか。最後に東京電力から連絡があります。 

 

Ａ：(東電)先ほど、原子力安全保安院さんの方から指示文書を受領いたしまし

たので、その受領のプレスをしております。20 時にちょうどになりますが、

会見場の入り口の所に置いてありますので、お帰りの際にお持ちください。

それから、蒸発濃縮装置から過去に水漏れがあったかというご質問がござい

ましたけれども、試運転時も含めて水漏れはございませんでしたので、併せ

てご連絡させていただきます。以上です。 

 

○司会よろしいでしょうか。以上で本日の会見を終わります。次回の合同会見

は 8日木曜、16 時半からを予定しております。詳しくは改めてメールでお伝

えします。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


